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１ 背景 

    

平成２５年 6 月１４日に閣議決定された「日本再興戦略」において、「全ての健康保険

組合に対し、レセプト等のデータの分析、それに基づく加入者の健康保持増進のための事

業計画の作成・公表、事業実施、評価等の取組を求めるとともに、市町村国保が同様の取

組を行うことを推進する。」とされました。 

これを踏まえ、厚生労働省は、平成２６年３月に「国民健康保険法に基づく保健事業の実施等

に関する指針」の一部を改正する等により、市町村国保保険者においても健康・医療情報を活用

して PDCA サイクルに沿った効果的かつ効率的な保健事業の実施・評価・改善等を行うこととな

りました。（図表１） 

国民健康保険については、平成２７年５月に成立した「持続可能な医療保険制度を構築するた

めの国民健康保険法等の一部を改正する法律」により、都道府県が財政運営の責任主体となり、

市町村ごとの国保事業貴納付金の額の決定を行うとともに、保険者に参画して財政運営を都道府

県単位化することとなりましたが、保健事業などの医療費適正化の主な実施主体はこれまでどお

り市町村が行います。 

このほか、医療保険加入者の予防・健康づくりを進め、ひいては医療費の適正化を進めるため、

国民健康保険制度改革の中で公費による財政支援の拡充を行う一環として、平成３０年度から新

たなインセンティブ制度である保険者努力支援制度が本格実施されることとなります。 

 

２ 計画の趣旨 

 

  本町では、平成２０年度から「高齢者の医療の確保に関する法律（以下「法」という。）」に基

づく特定健康診査（以下「特定健診」という。）及び特定保健指導を開始し、被保険者の生活習慣

病の早期発見及び予防による健康保持増進及び生活の質の向上を図り、ひいては中長期的な医療

費の伸びの適正化に取組んできました。 

  事業実施にあたっては、平成２０年度に「第１期中標津町特定健康診査・特定保健指導実施計

画」を、平成２５年度に「第 2 期中標津町特定健康診査・特定保健指導実施計画（以下「第 2期

特定健診等実施計画」という。）」と策定し、受診率の向上に向けた受診勧奨や啓発等を行いまし

た。 

この度、第２期特定健診等実施計画の計画期間が満了となることから、最終評価を行うととも

に新たな実施計画を策定します。策定にあたっては、保健事業の中核をなす特定健診及び特定保

健指導の実施計画である「第３期中標津町特定健康診査・特定保健指導実施計画（以下「第３期

特定健診等実施計画」という。）」を「中標津町国民健康保険保健事業実施計画（データヘルス計

画）」の一部として位置づけ、一体的に策定します。 

 

第 1 章 計画の基本的事項 
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図表１ 保健事業（健診・保健指導）のＰＤＣＡサイクル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画（Ｐｌａｎ） 

〔データ分析〕 

集団全体の健康問題の特徴をデータから分析。 

〔健康課題の明確化〕 

集団の優先的な健康課題を選択。 

どのような疾病にどれくらい医療費を要しているか、より高額な医療

費の原因は何か、それは予防可能な疾病なのか等を検討。 

〔目標の設定〕 

最も効果が期待できる課題を重点的に対応すべき課題として目標を

設定。 

例えば、「糖尿病の有病者を＊＊％減少させる」等、できる限り数値

目標とし、事業終了後の評価ができる目標を設定。 

実施（Ｄｏ） 

〔保健指導対象者の明確化〕 

〔効率的・効果的な保健指導の実施〕 

支援方法・優先順位等を検討。 

対象者のライフスタイルや行動変容の準備状

態にあわせた学習教材を用意。 

確実に行動変容を促す支援を実践。 

〔保健指導の評価〕 

検査データの改善度、行動目標の達成度、 

生活習慣の改善状況等を評価。 

評価（Ｃｈｅｃｋ） 

生活習慣病の有病者・予備群の減少 

生活習慣病関連の医療費の適正化 

よ
り
効
率
的
・
効
果
的
な
方
法
・
内
容
に
改
善 

改善 

（Ａｃｔｉｏｎ） 

 

 

 

検証結果に基づ

く、課題解決に向

けた計画の修正。 

 

 

 

健康課題をより明

確にした戦略的取

組の検証。 
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３ 計画の位置づけ 

   

平成２５年４月に厚生労働省健康局から示された「標準的な健診・保健指導プログラム【改訂

版】」では、特定健診・特定保健指導のメリットを活かし、「二十一世紀における第二次国民健康

づくり運動（健康日本２１（第二次））」を着実に推進することについて、健康増進法に基づく「基

本方針」を説明しています。（図表４） 

  また、本町の関連計画との整合性を図り、生活習慣病対策をはじめとする被保険者の健康増進

により、医療費の適正化および保険者の財政基盤強化が図れるよう実施していきます。 

（図表２、６） 

 

図表２ 計画の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画期間 

 

計画期間については、保健事業実施指針第 4 の５において、「特定健診等実施計画及び健康増進

計画との整合性を踏まえ、複数年とすること」としていること、また「手引書において他の保健

医療関係の法定計画との整合性を考慮する」としており、都道府県における医療費適正化計画や

医療計画が平成３０年度（２０１８年度）から平成３５年度（２０２３年度）までを次期計画期

間としており、これらとの整合性を図る観点から、計画期間を平成３０年度から平成３５年度の

６年間とします。（図表３） 

 

図表３ 計画の期間 

 

H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 H35年度 

           

           

 

 

第２期特定健診等実施計画 

保健事業実施計画（データヘルス計画） 

及び第３期特定健診等実施計画 

一体化 

関連計画 

中標津町健康づくり推進計画 

「なかなか健康なかしべつ」 

第２次中標津町食育推進計画 

第 4 次中標津町母子保健計画 

中標津町国民健康保険の事業計画 

保健事業計画（データヘルス計画） 

及び第３期特定健診等実施計画 

総合計画 

第６期中標津町

総合発展計画 
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図表４ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

標準的な健診・保健指導プログラム「30 年度版」より抜粋
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５ 関係者が果たすべき役割と連携 

 

１）実施主体関係局の役割 

本町は健康推進課健康推進係が主体となり計画を策定しますが、住民の健康の保持増進には幅

広い部局が関わっているため、健康推進課の保健師等の専門職だけではなく、町が一体となって

計画策定を進めていきます。 

  さらに、計画期間を通じてＰＤＣＡサイクルに沿った確実な計画運用ができるよう、担当者・

チームの業務を明確化・標準化するとともに、担当者が異動する際には経過等を含めて確実に引

継ぎを行う等体制を整えることも重要です。 

 

２）被保険者の役割 

  計画は、被保険者の健康の保持増進が最終的な目的であり、その実効性を高める上では、被保

険者自身が状況を理解して主体的・積極的に取り組むことが重要です。 

 

６ 保険者努力支援制度 

 

  医療費適正化や健康づくりに取り組む自治体等へのインセンティブ制度として、市町村国保で

は新たに保険者努力支援制度が創設され、平成２８年度から、市町村に対して特別調整交付金の

一部を活用して前倒しで実施しています。（平成３０年度から本格実施） 

  国は、保険者努力支援制度の評価指標について、毎年の実績や実施状況をみながら進化・発展

させるとしており、現在は、糖尿病等の重症化予防を高く評価しています。（図表５） 

 

図表５ 

評価指標 
H30年度 H28年度前倒し分 

満点 満点 中標津町 

Ｈ29、30年度 850点 345点 142点 

共通① 

特定健診受診率 50 20 0 

特定保健指導実施率 50 20 0 

メタボリックシンドローム該当者・予備群の減少率 50 20 0 

共
通
③ 

糖尿病等重症化予防の取組 100 

40 

0 

・対象者の抽出基準が明確、かかりつけ医との連携 

・かかりつけ医、糖尿病対策推進連絡会との連携 

・専門職の取組、事業評価 

（50） 0 

・全員に文書送付、受診の有無確認、未受診者へ面談 

・保健指導、実施前後の健診結果確認、評価 

（25） 
0 

（25） 

共
通
④ 

個人への分かりやすい情報提供 25 20 

37 
個人のインセンティブ提供 70 

20 ・個人へポイント付与等取組、効果検証 

・商工部局、商店街等との連携 

（50） 

（25） 

固有② 

データヘルス計画の取組 40 
10 

0 

・第１期を作成、ＰＤＣＡに沿った保健事業実施 （5） 0 

・第２期策定に当たり、現計画の定量評価、関係部署、県、医師会等と連携 （35）   

共通② 
がん検診受診率 30 10 0 

歯周疾患（病）検診実施状況 25 10 0 

固有④ 地域包括ケアの推進 25 5 0 
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表６ 平成３０年度に向けての構造図と法定計画の位置づけ 
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１ 中標津町の地域特性 

                                            

１）人口 

人口を国や北海道、同規模平均と比べると３９歳以下の人口構成割合が多く、高齢化率は国や北

海道と比べ低くなっています。（図表７、８） 

 

図表７ 人口構成   

                          （実数：人、割合：％） 

平成 27年 国勢調査 
中標津町 同規模平均 北海道 国 

実数 割合 割合 割合 割合 

総人口 23,679 28,126 5,357,487 125,640,987 

 75歳以上 2,629 11.1 12.6 14.3 12.8 

65～74歳 2,862 12.1 14.2 14.8 13.8 

40～64歳 8,303 35.1 33.5 34.4 33.7 

39歳以下 9,885 41.7 39.7 36.5 39.7 

 出典：KDB_No.5 人口の状況 KDB_No.3 健診・医療・介護データからみる地域の健康課題 

 

図表８ 高齢化率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：第６期中標津町高齢者福祉計画・中標津町介護保険事業計画 

第２章 中標津町の健康課題 

22.7 23.1 23.3 24.1
25.1

25.2
23.7 24.3 24.6 25.3 26.2

26.8

18.8 19 19.4
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２）国保・医療 

 

産業別人口では、国や北海道と比較して第 1 次産業の割合が多くなっていることから、国保加

入率が高くなっており、被保険者は３９歳以下の割合が高くなっています。 

医療の概況では、人口千対で比べると医師数が少ないことがわかります。（図表９、１０） 

 

図表９ 産業別人口割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成 27 年 国勢調査 

 

 

図表１０ 国保と医療の概況 

               （実数：人、割合：％） 

 中標津町 同規模平均 北海道 国 

実数 割合 割合 割合 割合 

国保の状況 

被保険者数 6,936 － － － 

 65～74歳 2,070 29.8 40.8 39.8 37.0 

40～64歳 2,605 37.6 33.4 34.6 34.3 

39歳以下 2,261 32.6 25.8 25.6 28.7 

加入率 29.0 26.3 25.2 28.2 

医療の概況 

（人口千対） 

病院数 2 0.3 0.2 0.4 0.2 

診療所数 8 1.2 2.3 2.5 2.8 

病床数 319 46.0 42.6 70.4 44.8 

医師数 32 4.6 6.9 9.3 8.4 

外来患者数 459.7 688.2 642.4 667.5 

入院患者数 18.2 19.3 22.7 18.2 

出典：平成 28 年 5 月 KDB_No.1 地域全体像の把握 KDB_No.5 人口の状況 KDB（CSV） 
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18.0

17.9

25.2
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74.7

70.6

0% 50% 100%

中標津町

北海道

国

第1次産業 第2次産業 第3次産業
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国保医療費の状況では、一人当たりの医療費は低く、受診率も低くなっています。しかし、年々

高齢化率が高くなってきていることから、今後、医療費の増大が予測されます。 

入院の医療費は、1 件あたりの在院日数は少ないですが、３．８％の入院件数で医療費全体の

４３．７％を占めています。（図表１１） 

 

図表１１ 医療費の状況 

 

 中標津町 同規模平均 北海道 国 

医
療
費
の
状
況 

一人当たり医療費 22,059円 
道 内  167位 

同規模 151位（163市町村中） 
25,547円 27,835円 24,452円 

受診率 
（千人当たりレセプト件数） 

477.869 707.45 665.128 685.6992 

外来 
費用の割合 56.3％ 60.3％ 55.9％ 60.8％ 

件数の割合 96.2％ 97.3％ 96.6％ 97.4％ 

入院 
費用の割合 43.7％ 39.7％ 44.1％ 39.2％ 

件数の割合 3.8％ 2.7％ 3.4％ 2.6％ 

1件あたり在院日数 13.7日 15.9日 15.8日 15.7日 

出典：平成 28 年 5 月 No.3 健診・医療・介護データからみる地域の健康課題 KDB_No.1 地域全体像の把握 KDB（CSV） 

 

国保医療費の推移をみると、毎年度１６億円以上の医療費がかかっており、入院よりも入院外

の割合が多くなっています。（図表１２） 

 

図表１２ 医療費分析 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：同規模保険者比較 KDB（CSV） 

 

 

778,453 815,118 755,755 808,036 676,954

1,070,737 1,056,054
1,012,323 1,042,862

928,925

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

Ｈ24年度 Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度

千円

入院 入院外
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各疾患の医療費が占める割合を同規模平均、北海道、国と比較しました。 

  がんの割合が２７．３％と最も多く、筋・骨格、高血圧症、脳梗塞、狭心症、慢性腎不全（透

析無）、心筋梗塞の割合は国や北海道、同規模平均に比べ高い状況でした。（図表１３） 

 

図表１３ 医療費分析  

                              （単位：％） 

  中標津町 同規模平均 北海道 国 

がん 27.3 25.2 28.5 25.6 

筋・骨格 17.5 15.5 16.3 15.2 

精神 11.8 16.6 17.2 16.9 

高血圧症 10.6 8.8 7.9 8.6 

糖尿病 10 10.1 9.2 9.7 

慢性腎不全（透析有） 7.6 9.3 6.5 9.7 

脳梗塞 4.3 2.9 3.1 2.8 

脂質異常症 3.9 5.4 4.6 5.3 

狭心症 3.7 3.1 3.7 3 

慢性腎不全（透析無） 1.3 0.6 0.5 0.6 

脳出血 0.7 1.2 1.2 1.2 

心筋梗塞 0.7 0.7 0.6 0.7 

脂肪肝 0.2 0.2 0.2 0.2 

動脈硬化症 0.2 0.3 0.3 0.3 

高尿酸血症 0.1 0.1 0.1 0.1 

出典：平成 28 年 KDB_No.1 地域の全体像の把握 
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３）介護の状況 

  

介護保険の認定は 1 号認定者の割合が国や北海道、同規模平均と比較して低く、新規認定者は同

規模平均と同じ割合となっています。 

介護認定者の有病状況（国保診療分）は、精神及び脳疾患での有病割合が同規模平均よりも上回

っており、介護保険を利用することになった要因では、介護度があがるにつれて認知症と脳卒中の

割合が多くなっています。（図表 14、１５） 

  

 

図表１４ 介護保険認定者の状況                   （実数：人、割合：％） 

 中標津町 同規模平均 北海道 国 

実数 割合 割合 割合 割合 

介護保険 

1号認定者数（認定率） 784 16.6 19.1 22.2 20.7 

 新規認定者（認定率） 15 0.3 0.3 0.4 0.3 

2号認定者数（認定率） 24 0.3 0.4 0.4 0.4 

有病状況 

（国保診療分） 

心臓病 461 55.2 59.3 58.2 56.7 

筋・骨格 404 48.7 50.6 51.2 48.9 

高血圧症 404 48.4 51.8 51.8 49.7 

精神 327 38.0 35.1 36.8 33.8 

脳疾患 244 30.0 27.1 25.2 25.4 

脂質異常症 169 20.6 27.2 30.4 27.3 

糖尿病 153 18.8 22.3 25.0 21.4 

がん 84 9.7 9.8 11.4 9.8 

                                       出典：平成28年5月 KDB_No.1地域全体像の把握 KDB（CSV） 

 

図表１５ 介護保険を利用することになった要因 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：第 6 期中標津町高齢者福祉計画・中標津町介護保険事業計画 
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介護給付費は、施設サービスの 1 件当たり給付費が、国や北海道、同規模平均と比べ高額とな

っています。（図表１６） 

 

図表１６ 介護給付費と要介護認定別医療費  

              （単位：円） 

 中標津町 同規模平均 北海道 国 

介護給付費 

1件当たり給付費（全体） 60,312 63,039 59,486 58,761 

 居宅サービス 36,351 40,565 38,600 39,562 

施設サービス 309,151 280,794 286,848 284,402 

医療費 

（国保診療分） 

要介護認定別 1件当た

り医療費（40歳以上） 

認定あり 10,276 8,425 9,089 8,011 

認定なし 5,109 3,883 4,749 3,886 

出典：平成 28 年 5 月 KDB_No.1 地域全体像の把握 KDB(CSV) 

 

４）死亡 

 

死因は、国や北海道、同規模平均に比べ、心臓病と脳疾患、糖尿病、腎不全による死亡が多い傾

向にあります。（図表１７） 

 

図表１７ 死因  

                           （単位：％） 

 中標津町 同規模平均 北海道 国 

死 

因 

がん 40.6 49.0 51.6 49.6 

心臓病 30.5 26.6 25.9 26.5 

脳疾患 17.2 15.9 13.5 15.4 

糖尿病 2.3 1.9 1.8 1.8 

腎不全 7.0 3.3 4.2 3.3 

自殺 2.3 3.3 3.0 3.3 

出典：平成 28 年 KDB_No.1 地域全体像の把握 
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SMR（全国の値を１００とした場合の標準化死亡比）をみると、国や北海道よりも死亡率が男

女ともに高いのは心疾患、脳血管疾患となっており、腎不全については女性が高くなっています。

（図表１８） 

 

図表１８ SMR（標準化死亡比）の比較（平成１８年～平成２７年） 

 

  中標津町 北海道 

がん 
男性 97.9 107.7** 

女性 87.4 107.3** 

心疾患 
男性 106.4 102.0** 

女性 124.8** 101.2* 

脳血管疾患 
男性 103.6 93.5-** 

女性 119.1 89.8-** 

腎不全 
男性 67.5 130.4** 

女性 150.3* 128.7** 

出典：北海道における主要死因の概要 9 

※＊は有意水準５％で、＊＊は１％で、SMR が有意に高い（つまり、全国に比べ死亡することが有意に多い）、 

-＊は５％で、-＊＊は１％で、SMR が有意に低い（つまり、全国に比べ死亡することが有意に少ない）ことをそれぞれ示す。 
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早世予防の視点でみた死亡では、北海道及び国に比べ、６５歳未満の死亡の割合が男女ともに

高いという特徴があります。（図表１９） 

早世死亡の過去１０年間の内訳をみると、がんが最も多く、その他、自殺の順となっていますが、

脳血管疾患と心疾患で亡くなっている人もいることから、若い世代からの生活習慣病対策が必要と

なります。また、女性よりも男性の早世死亡が２倍以上多くなっています。（図表２０） 

 

図表 1９ 早世予防からみた死亡  

                  （実数：人 割合：％） 

 中標津町 北海道 国 

実数 割合 割合 割合 

早世予防からみた死亡 

（65歳未満の死亡） 

合計 36 19.0 14.1 13.4 

 男性 25 24.0 17.7 17.3 

女性 11 12.9 10.0 9.0 

出典：厚生労働省人口動態統計 2013 年 

 

図表２０ 早世死亡の内訳（平成 18年度～平成 27 年度）  

         （単位：人） 
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２ 健康・医療・介護情報の分析及び分析結果に基づく健康課題の把握 

 

1）医療（レセプト）の分析 

 

 （１）外来と入院の比較 

 

被保険者の医療機関にかかる人の割合を示す受診率をみると、外来・入院受診率ともに国、北

海道、同規模平均よりも低くなっています。（図表２１） 

  外来と入院の件数・費用額の割合を比較すると、３．８％の入院件数で費用の４３．７％を占

めています。（図表２２） 

   

図表２１ 外来と入院の受診率（千人当たりレセプト件数） 

 

 中標津町 同規模平均 北海道 国 

外来受診率 485.871 730.614 679.289 710.467 

入院受診率 18.022 20.102 23.708 18.836 

出典：平成 28 年 5 月 KDB_No.1 地域全体像の把握（CSV） 

 

 

図表２２ 外来と入院の件数・費用額の割合の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

              出典：平成 28 年 5 月 KDB_No.1 地域全体像の把握（CSV） 
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（２）医療費が高額になる疾患 

 

ひと月８０万円以上の高額になる疾患を分析すると、がんに次いで脳血管疾患が７．９％、虚

血性心疾患が５．９％となっており、４０歳代、６０歳代の若い世代でも罹患していることがわ

かります。（図表２３） 

治療者全体のうち、生活習慣病の治療者数構成をみると、脳血管疾患が１６．４％と多く、次

いで虚血性心疾患が１３．１％となっています。それぞれ高血圧、糖尿病、脂質異常症の基礎疾

患が重っており、中でも高血圧が基礎疾患となっている人が最も多くなっています。（図表２４） 

 

図表２３ 医療費が高額（80 万円以上）になる疾患 

 

 全体 脳血管疾患 虚血性心疾患 がん その他 

人数 152人 
12人 9人 44人 96人 

7.9％ 5.9％ 28.9％ 63.2％ 

件数 

257件 
15件 11件 74件 157件 

5.8％ 4.3％ 28.8％ 61.1％ 

年
代
別 

40歳未満 0 0.0％ 0 0.0％ 1 1.4％ 37 23.6％ 

40代 0 0.0％ 1 9.1％ 3 4.1％ 8 5.1％ 

50代 0 0.0％ 0 0.0％ 5 6.8％ 16 10.2％ 

60代 9 60.0％ 6 54.5％ 26 35.1％ 58 36.9％ 

70-74歳 6 40.0％ 4 36.4％ 39 52.7％ 38 24.2％ 

費用額 3億 4,187万円 
1,947万円 2,114万円 9,785万円 2億 342万円 

5.7％ 6.2％ 28.6％ 59.5％ 

※最大医療資源傷病名（主病）で計上し、疾患別（脳・心・がん・その他）の人数は同一人物でも主病が異なる場合があるため、合計

人数とは一致しない。                             出典：平成 28 年度 様式 1-1 KDB_No.10 
 

  

図表２４ 生活習慣病の治療者数構成割合 

 

全体 脳血管疾患 虚血性心疾患 糖尿病性腎症 

1,873人 
308人 246人 26人 

16.4％ 13.1％ 1.4％ 

基
礎
疾
患
の
重
な
り 

高血圧 
203人 211人 22人 

65.9％ 85.8％ 84.6％ 

糖尿病 
77人 100人 26人 

25.0％ 40.7％ 100.0％ 

脂質異常症 
138人 165人 18人 

44.8％ 67.1％ 69.2％ 

高血圧 糖尿病 脂質異常症 高尿酸血症 

1,015人 417人 800人 189人 

54.2％ 22.3％ 42.7％ 10.1％ 
               出典：平成 28 年 5 月 様式 3 KDB_No.13～18 
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長期の療養が必要な疾患である人工透析をみると、平成２８年累計で７，７５７万円の費用が

かかっています。透析患者の合併症では、虚血性心疾患が５３．２％と多くなっており、透析患

者は透析導入前から動脈硬化が進行しているため、虚血性心疾患などの心血管系疾患を合併する

リスクが高くなります。また、腎機能の低下に伴って心臓にかかる負荷が大きくなることも原因

と考えられます。そのため、透析患者へは血圧のコントロールや脂質異常症など動脈硬化の重症

化予防が必要となります。また、５２．６％が糖尿病性腎症を発症していることから、糖尿病の

重症化を予防することで、新規透析患者を減らすことも医療費削減につながると考えられます。

（図表 2５） 

 

図表２５ 人工透析患者（長期化する疾患） 

 

 全体 糖尿病性腎症 脳血管疾患 虚血性心疾患 

H28年 5月 

診療分 
人数 14人 

8人 6人 9人 

57.1％ 42.9％ 64.3％ 

H28年度 

累計 

件数 192件 
101件 73件 107件 

52.6％ 36.3％ 53.2％ 

費用額 7,757万円 
4,053万円 2,044万円 4,145万円 

52.2％ 26.4％ 53.4％ 

患者千人あたり

新規患者数 

人工透析 糖尿病性腎症 
 

０．０６７人 ０．３３５人 

 ※糖尿病性腎症については人工透析患者のうち、基礎疾患に糖尿病の診断がある者を計上 
出典：様式 3-7  KDB_No.19、様式 2-2 KDB_No.12、医療費分析（１）細小分類 
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（３）介護（レセプト）の分析 

 

1 号保険者の１７．２%が要介護認定を受けており、７５歳以上では、３２．４%と認定率が

高くなっています。介護認定者のうち要介護１・２が全体の３７．７%と多く、有病状況では高

血圧７５．４％、脳卒中４７．７％となっています。さらに７５歳以上の高齢者においては、認

知症など脳の病変に起因するものや筋骨格系疾患の出現が高くなります。４０～６４歳の 2号保

険者においては、高血圧と脳卒中が４５．５％となっており、次いで糖尿病、脂質異常症の順に

なっており、血管疾患を予防することが課題となります。（図表２６） 

また、介護を受けている人の医療費は、受けていない人より約２倍の４，８２８円も高く、特

定健診による生活習慣病予防、特に重症化予防に取り組んでいく必要があります。（図表２７） 

 

図表２６ 何の疾患で介護保険を受けているのか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1）新規認定者についてはNo.49_要介護突合状況の「開始年月日」を参照し、年度累計を計上 

※2）基礎疾患のうち、糖尿病については、糖尿病の合併症（網膜症・神経障害・腎症）も含む 
出典：平成 28 年度 KDB_No.47、No.49 

 

図表２７ 介護を受けている人と受けていない人の医療費の比較          （単位：円） 

 

 

 

 

 

要介護認定者医療費

（40歳以上）

要介護認定なし医療費

（40歳以上）

9,651

4,923

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000

要介護認定者医療費 

（４０歳以上） 

介護認定なし医療費 

（４０歳以上） 

出典：平成２８年度 KDB＿No.1 

4 18.2% 29 30.2% 184 26.4% 213 26.8% 217 26.6%

8 36.4% 33 34.4% 267 38.3% 300 37.8% 308 37.7%

10 45.5% 34 35.4% 247 35.4% 281 35.4% 291 35.7%

件数 件数 件数 件数 件数

割合 割合 割合 割合 割合

--

10 42 337 379 389

45.5% 43.8% 48.3% 47.7% 47.7%

5 23 293 316 321

22.7% 24.0% 42.0% 39.8% 39.3%

4 11 74 85 89

18.2% 11.5% 10.6% 10.7% 10.9%

9 32 235 267 276

40.9% 33.3% 33.7% 33.6% 33.8%

10 51 554 605 615

45.5% 53.1% 79.4% 76.2% 75.4%

8 33 294 327 335

36.4% 34.4% 42.1% 41.2% 41.1%

13 63 607 670 683

59.1% 65.6% 87.0% 84.4% 83.7%

2 18 290 308 310

9.1% 18.8% 41.5% 38.8% 38.0%

12 59 594 653 665

54.5% 61.5% 85.1% 82.2% 81.5%
筋・骨格疾患 筋骨格系 筋骨格系 筋骨格系 筋骨格系 筋骨格系

認知症 認知症 認知症 認知症 認知症 認知症

血管疾患
合計

合計 合計 合計 合計 合計

脂質
異常症

脂質
異常症

脂質
異常症

脂質
異常症

脂質
異常症

基礎疾患
（＊2）

糖尿病 糖尿病 糖尿病 糖尿病 糖尿病

高血圧 高血圧 高血圧 高血圧

脳卒中 脳卒中

2
虚血性
心疾患

虚血性
心疾患

虚血性
心疾患

虚血性
心疾患

虚血性
心疾患

高血圧

件数 22 96 698 794 816

要介護
突合状況
★NO.49

（

レ

セ

プ

ト

の

診

断

名

よ

り

重

複

し

て

計

上
）

有
病
状
況

疾患 順位 疾病 疾病

血
管
疾
患

循環器
疾患

1 脳卒中

3 腎不全 腎不全 腎不全 腎不全 腎不全

脳卒中 脳卒中

96人 698人 794人 816人

介護度
別人数

要支援1・2

要介護1・2

要介護3～5

疾病

新規認定者数（＊1） 6人 10人 93人 103人 109人

疾病 疾病

被保険者数 8,352人 2,470人 2,152人 4,622人 12,974人

要介護
認定状況
★NO.47

受給者区分 2号 1号
合計

年齢 40～64歳 65～74歳 75歳以上 計

認定率 0.26% 3.9% 32.4% 17.2% 6.3%

認定者数 22人
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（４）特定健診の分析 

 

特定健診の受診率は、平成 2８年度で２３．７％となっており、国が目標としている６０％を

大幅に下回っています。（図表２８） 

年代別の特定健診受診率をみると、男女ともに 45～49 歳の受診率が 10％台と低く、性別、

年代に応じた受診率向上の働きかけが必要です。（図表２９） 

 

図表２８ 特定健診受診率の推移 

 H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 

対象者数（人） 4,530 4,498 4,513 4,628 4,631 4,518 4,415 4,263 4,049 

受診数（人） 511 765 859 815 909 888 945 1,051 960 

受診率 11.3％ 17.0％ 19.0％ 17.6％ 19.6％ 19.7％ 21.4％ 24.7％ 23.7％ 

出典：法定報告 速報値 

 

図表２９ 特定健診受診率の推移（平成 25年度～平成 28 年度） 

 
出典：法定報告 速報値からあなみツール④-2 評価ツールを使用し作成 
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メタボリックシンドローム該当者・予備群の状況では、BMI が基準値を超える肥満者の割合が

男女ともに同規模平均よりも高くなっていました。（図表３０） 

 

図表３０ メタボリックシンドローム該当者・予備群の状況 （実数：人、割合：％） 

 
中標津町 同規模平均 

実数 割合 割合 

腹囲 

総数 302 31.4 32.0 

 男性 219 52.0 49.9 

 女性 83 15.4 18.1 

BMI 

総数 68 7.1 4.8 

 男性 18 4.3 1.6 

 女性 50 9.3 7.2 

血糖のみ 8 0.8 0.7 

血圧のみ 70 7.3 7.4 

脂質のみ 21 2.2 2.6 

血糖・血圧 29 3.0 2.9 

血糖・脂質 8 0.8 1.0 

血圧・脂質 55 5.7 8.3 

血糖・血圧・脂質 38 4.0 5.4 
出典：平成 28 年度 KDB_No.3 健診・医療・介護データからみる地域の健康課題 KDB_No.1 地域全体像の把握 

 

メタボリックシンドローム予備群の結果では、割合で男性が女性の約３倍該当しており、項目

では男女ともに高血圧が多くなっています。 

メタボリックシンドローム該当者の結果では、割合で男性が女性の４．６倍該当しています。

重なっている項目で合計をみると、男女ともに血圧＋脂質が一番多く、次に３項目全てとなって

います。（図表 3１） 

 

図表 3１ メタボリックシンドローム該当者・予備群の把握          （人数：人、割合：％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：平成 28 年度 KDB_厚生労働省様式 6-8 

 

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合

合計 421 23.2 49 11.6% 68 16.2% 4 1.0% 48 11.4% 16 3.8% 102 24.2% 22 5.2% 8 1.9% 44 10.5% 28 6.7%

40-64 205 21.6 28 13.7% 33 16.1% 3 1.5% 19 9.3% 11 5.4% 47 22.9% 10 4.9% 6 2.9% 24 11.7% 7 3.4%

65-74 216 24.8 21 9.7% 35 16.2% 1 0.5% 29 13.4% 5 2.3% 55 25.5% 12 5.6% 2 0.9% 20 9.3% 21 9.7%

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合

合計 540 24.2 24 4.4% 31 5.7% 4 0.7% 22 4.1% 5 0.9% 28 5.2% 7 1.3% 0 0.0% 11 2.0% 10 1.9%

40-64 292 25.5 15 5.1% 18 6.2% 3 1.0% 10 3.4% 5 1.7% 16 5.5% 6 2.1% 0 0.0% 6 2.1% 4 1.4%

65-74 248 22.8 9 3.6% 13 5.2% 1 0.4% 12 4.8% 0 0.0% 12 4.8% 1 0.4% 0 0.0% 5 2.0% 6 2.4%

保
険

者

該当者高血糖 高血圧 脂質異常症 血糖＋血圧 血糖＋脂質 血圧＋脂質 3項目全て

保

険
者

女性
健診受診者 腹囲のみ 予備群

高血糖 高血圧 脂質異常症 血糖＋血圧 血糖＋脂質 血圧＋脂質 3項目全て男性
健診受診者 腹囲のみ 予備群 該当者
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健診データのうち有所見割合が男女とも全国・北海道よりも高くなっているのは、ＢＭＩ、GPT、

ＬＤＬコレステロールの項目でした。また、ＬＤＬコレステロール以外はすべて女性より男性の

方が有所見者が多いことがわかります。（図表３２） 

 

図表３２ 健診データのうち有所見者割合の高い項目や年代を把握         （人数：人、割合：％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成 28 年度 KDB_厚生労働省様式 6-2～6-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合

33,204 35.5 47,819 51.1 26,300 28.1 21,513 23.0 7,561 8.1 26,861 28.7 46,503 49.7 13,949 14.9 47,697 51.0 24,201 25.9 47,190 50.5 1,408 1.5

合計 152 36.1 219 52.0 100 23.8 98 23.3 24 5.7 162 38.5 205 48.7 72 17.1 176 41.8 121 28.7 251 59.6 7 1.7

40-64 79 38.5 108 52.7 54 26.3 55 26.8 17 8.3 62 30.2 96 46.8 37 18.0 74 36.1 57 27.8 133 64.9 2 1.0

65-74 73 33.8 111 51.4 46 21.3 43 19.9 7 3.2 100 46.3 109 50.5 35 16.2 102 47.2 64 29.6 118 54.6 5 2.3

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合

30,251 22.8 21,542 16.3 20,589 15.5 12,708 9.6 2,159 1.6 21,597 16.3 61,511 46.5 2,871 2.2 57,067 43.1 20,537 15.5 77,674 58.7 265 0.2

合計 124 23.0 83 15.4 64 11.9 65 12.0 12 2.2 81 15.0 191 35.4 6 1.1 180 33.3 69 12.8 340 63.0 0 0.0

40-64 72 24.7 49 16.8 29 9.9 40 13.7 5 1.7 35 12.0 91 31.2 5 1.7 70 24.0 28 9.6 180 61.6 0 0.0

65-74 52 21.0 34 13.7 35 14.1 25 10.1 7 2.8 46 18.5 100 40.3 1 0.4 110 44.4 41 16.5 160 64.5 0 0.0

1.8 16.8 55.2全国 20.6 17.3 16.3 8.7 57.1 0.2

北海道

保
険

者

1.8 42.7 14.4

拡張期血圧 LDL-C ｸﾚｱﾁﾆﾝ

25以上 90以上 150以上 31以上 40未満 100以上 5.6以上

GPT HDL-C 空腹時血糖 HbA1c 尿酸 収縮期血圧

7.0以上 130以上 85以上 120以上 1.3以上

北海道

保
険
者

女性

BMI 腹囲 中性脂肪

55.6 13.9 49.2 24.1 47.3 1.8

85以上 120以上 1.3以上

全国 30.5 50.1 28.2 20.4 8.7 27.9

男性

ｸﾚｱﾁﾆﾝ

25以上 85以上 150以上 31以上 40未満 100以上 5.6以上 7.0以上 130以上

空腹時血糖 HbA1c 尿酸 収縮期血圧 拡張期血圧 LDL-CBMI 腹囲 中性脂肪 GPT HDL-C
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質問票調査の状況で全国を１００として比較した場合、男性では週 3 回以上夕食後に間食、時々

飲酒、１日飲酒量３合以上が多く、女性では喫煙、1 日 1 時間以上の運動なし、歩行速度が遅い、

週 3 回以上就寝前に夕食をとる、週 3 回以上朝食を抜く、1日飲酒量が 1～2 合と 3 合以上、取

組済み 6 ヶ月以上が多くなっています。男女ともに、特定健診の結果と生活や体のメカニズムを

関連付けて理解してもらい、生活改善に取り組めるような支援が必要であり、特に女性に対して

は、喫煙と飲酒、睡眠に重点をおいた支援をしていくことが必要になります。（図表 3３） 

 

図表 3３ 平成 26～28 年度（累計）質問票調査の状況 【標準化比】 

（全国＝100） 
男性 女性 

H26 H27 H28 H26 H27 H28 

服薬_高血圧 *79.6 85.5 86.4 89.5 96.3 86.0 

服薬_糖尿病 85.8 72.8 98.6 *46.1 *43.0 *52.2 

服薬_脂質異常症 92.9 84.0 87.5 *60.0 *72.1 *74.1 

既往歴_脳卒中 141.9 110.3 126.8 120.9 70.2 103.3 

既往歴_心臓病 74.9 *59.4 82.2 *47.4 62.9 79.5 

既往歴_腎不全 0.0 0.0 0.0 0.0 48.7 0.0 

既往歴_貧血 76.9 81.0 64.1 95.3 106.4 90.3 

喫煙 107.6 111.3 103.7 *167.3 *163.1 *166.0 

20歳時体重から 10kg 以上増加 95.5 95.3 97.0 86.1 90.8 90.3 

1回 30分以上の運動習慣なし 106.9 108.6 112.2 104.6 109.4 *113.5 

1日 1時間以上の運動なし 109.7 104.8 113.2 *113.8 111.7 *129.7 

歩行速度遅い 102.9 107.8 112.5 108.6 *112.2 *113.5 

1年間で体重増減 3kg以上 *75.2 96.1 96.3 102.8 103.2 98.8 

食べる速度が速い 106.0 109.8 106.8 96.4 105.9 102.8 

食べる速度が普通 95.5 96.8 94.4 98.0 98.1 98.5 

食べる速度が遅い 111.3 85.4 117.0 125.8 97.9 103.6 

週 3回以上就寝前夕食 *121.6 111.7 105.3 117.5 *145.8 *148.0 

週 3回以上夕食後間食 122.0 *134.5 *144.2 118.5 120.6 120.6 

週 3回以上朝食を抜く 106.1 111.6 92.9 *133.6 122.5 *133.6 

毎日飲酒 *76.0 *72.3 *72.2 *62.9 *62.2 81.4 

時々飲酒 *133.9 *155.7 *146.8 102.8 102.5 93.1 

飲まない 110.0 98.0 104.9 105.4 105.8 105.7 

1日飲酒量（1合未満） 86.2 86.6 91.5 *81.5 *78.9 *82.0 

1日飲酒量（1～2合） 100.7 *121.4 103.2 *183.1 *168.5 *156.8 

1日飲酒量（2～3合） 116.4 81.9 95.0 123.1 *201.5 129.5 

1日飲酒量（3合以上） *150.8 125.8 *161.4 *286.4 *349.4 *423.2 

睡眠不足 97.7 108.8 113.7 *121.0 108.6 110.7 

改善意欲なし *122.5 115.9 112.8 112.3 92.9 99.5 

改善意欲あり *78.2 101.9 97.9 *74.6 111.2 *84.0 

改善意欲ありかつ始めている 93.3 88.0 96.1 106.0 101.9 102.4 

取組済み 6 ヶ月未満 95.7 *61.7 93.5 79.5 *54.3 96.1 

取組済み 6 ヶ月以上 96.6 91.2 85.6 *127.8 112.0 *125.3 

保健指導利用しない 108.2 96.8 107.1 106.4 103.5 *113.3 

※標準化比に【＊】が付記されたものは、基準に比べて優位な差（ｐ＜0.05）があることを意味する。 

2 ヵ年【＊】が付記されたものに色をつけている。 
出典：KDB の CSV ファイル（質問票調査の状況）より計算 
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（５）特定保健指導の実施状況 

 

特定保健指導の実施状況の推移では、実施率は平成２５年度の２５．０％が最高で平成２８年

度には１７．４％となっており、国が目標とする実施率の６０％は達成出来ていません。特定保

健指導対象者の減少率では、１７％台と横ばいで推移しています。（図表３４、３５） 

  対象者は仕事をしている方が多いため、連絡がつかなく実施出来ないこともありますが、未利

用者対策を実施し、実施率向上に取り組んでいく必要があります。 

 

図表 3４ 特定保健指導実施状況の推移 

 H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 

動
機
付
け
支
援 

対象者数（人） 58 92 70 78 64 57 71 88 73 

終了者数（人） 17 29 20 19 11 19 10 23 18 

終了率（％） 29.3 31.5 28.6 24.4 17.2 33.3 14.1 26.1 24.7 

積
極
的
支
援 

対象者数（人） 19 30 39 38 40 35 50 38 48 

終了者数（人） 1 1 2 1 2 4 4 3 3 

終了率（％） 5.3 3.3 9.1 2.6 5.0 11.4 8.0 7.9 6.3 

特
定
保
健
指
導 

対象者数（人） 77 122 109 116 104 92 121 126 121 

終了者数（人） 18 30 24 20 13 23 14 26 21 

終了率（％） 23.4 24.6 22.0 17.2 12.5 25.0 11.6 20.6 17.4 

出典：法定報告 速報値 

 

図表 35 特定保健指導対象者の減少率（前年度特定保健指導対象で当該年度特定保健指導の対象から外れた率）の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：法定報告 速報値 
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（６）未受診者の状況 

 

健診も受けておらず病院にも通院していない人は、生活習慣病等が重症化しているかどうかの

実態が全くわかりません。 

４０～６４歳では３９．６%を占めており、重症化する前に健診を受けてもらうことが必要です。

健診対象者のうち、健診未受診者では４０～６４歳で３６．７％、６５～７４歳で６０．９％が

治療中であることから、主治医からの健診勧奨等、医療機関との連携により、健診を健康管理に

役立ててもらう対策が必要です。（図表３６） 

また、健診受診者と未受診者の医療費を比較すると、健診未受診者の 1人当り医療費は、健診

受診者より９倍以上である４１，７７９円も高くなっています。（図表３７） 

生活習慣病は自覚症状がないため、まずは、健診の機会を提供し、状態に応じた保健指導を実

施することにより、生活習慣病の発症予防、重症化予防につながっていきます。 

 

図表３６ 健診未受診者の把握 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：平成 28 年度 厚生労働省様式 6-10 

 

図表３７ 特定健診の受診有無と生活習慣病治療にかかっているお金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46,727

4,948

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000

健診未受診者の生活習慣病治療費

健診受診者の生活習慣病治療費

円

治療なし

10.1%

治療中

13.7%

治療中（健診未受診）

36.7%

健診・治療なし
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健診受診者
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健診未受診者
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治療中
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治療中（健診未受診）

60.9%

健診・治療なし
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健診受診者

497人

（23.8％）
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健診受診者

464人

（23.7％）

健診対象者

4,053人

健診受診者

961人

（23.7％）

出典：平成 28 年度 KDB_No.3 
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（７）重症化予防対象者の状況 

 

特定健診受診者のうち、脳血管疾患、虚血性心疾患、糖尿病性腎症の重症化予防対象者は、各

学会のガイドラインにおける受診者中の割合に基づいて対象者を抽出すると２６２人で２５．7%

です。うち未治療者が１２８人（５０．８％）となります。内訳をみると、メタボリックシンド

ローム、高血圧症、脂質異常症の順番で重症化予防対象となる方が多くなっています。 

また、重症化予防対象者と特定保健指導対象者が重なっている人が６８人となり、特定保健指

導の徹底もあわせて行うことが重症化予防につながることがわかります。（図表３８） 

重症化予防対象者への取り組みは、医療との連携が不可欠であり、保健指導を行った後、確実

に医療機関を受診したのか、ＫＤＢシステムを活用して医療受診の状況を確認し、その後も治療

中断しないか等の疾病管理を行う必要があります。 

 

※参考 脳卒中治療ガイドライン 

虚血性心疾患一次予防ガイドライン 

糖尿病治療ガイド、ＣＫＤ診療ガイド 

COPD（慢性閉塞性肺疾患）診断と治療のためのガイドライン 

 

図表３８ 重症化予防対象者の状況 

ガイドライン 健康課題 健診結果 

重症化予防

対象者 
（受診者中の

割合） 

 

未治療者 
（未治療者

に占める割

合） 

（再掲） 

治療者 特定保健

指導 
情報提供 

高血圧治療 

ガイドライン 

（日本高血圧学会） 
高血圧症 Ⅱ度高血圧症以上 

67人 

（6.6％） 

36人 

（4.7％） 
16人 20人 31人 

脳卒中治療ガイドライ

ン（脳卒中合同ガイドラ

イン委員会） 
心房細動 心房細動 

9人 

（0.9％） 

2人 

（0.3％） 
0人 2人 7人 

動脈硬化性疾患予防

ガイドライン 

（日本動脈硬化学会） 
脂質異常症 

ＬＤＬ－Ｃ 

180mg/dl 

65人 

（6.4％） 

60人 

（7.0％） 
12人 48人 5人 

中性脂肪 

300mg/dl 

19人 

（1.9％） 

13人 

（1.5％） 
6人 7人 6人 

メタボリックシンドローム

の定義と診断基準 

メタボリック

シンドローム 
メタボ該当者（2項目以上） 

136人 

（13.4％） 

50人 

（6.4％） 
50人 0人 85人 

糖尿病治療ガイド 

（日本糖尿病学会） 
糖尿病 

HbA1c6.5％以上 

（治療者 7.0％以上） 

30人 

（2.9％） 

13人 

（1.3％） 
4人 9人 17人 

ＣＫＤ診療ガイド 

（日本腎臓学会） 
慢性腎臓病 

蛋白尿  

２＋以上 

2人 

（0.2％） 

1人 

（0.1％） 
1人 0人 1人 

e-GFR50未満 

（70歳以上 40未満） 

15人 

（1.5％） 

5人 

（0.8％） 
1人 4人 10人 

重症化予防対象者合計（実人数） 
262人 

（25.7％） 

128人 

（50.8％） 
68人 60人 134人 

出典：平成２８年度 法定報告速報値からあなみツール②_1_集計ツールを使用して作成 
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（８）慢性腎臓病（CKD）の予防 

 

慢性腎臓病（以下 CKD）は、末期腎不全・透析、心血管疾患の発症・死亡の危険因子であるこ

とから、CKD に介入することは、生活習慣病の重症化予防として効果的です。 

特定健診結果をもとに CKD 重症度分類で CKDの状況をみると、CKD該当者は総計８３人で

全体（尿検査とクレアチニンを両方実施した者）の８．８％でした。 

治療状況別では、治療なしの７．２％にあたる４６人、治療中の１１．９％にあたる３７人が

CKD 該当者でした。とくに、治療のない重症度分類のハイリスク者１人については、健診結果を

確認し直ちに支援が必要な状況といえます。（図表３９） 

 

図表３９ 慢性腎臓病（CKD）重症度分類による慢性腎臓病（CKD）の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成２８年度 法定報告速報値からあなみツール②_1_集計ツールを使用して作成 

 

625 人 10 人 3 人 1 人

129 人 127 人 2 人 0 人 0 人

470 人 463 人 7 人 3 人 0 人

33 人 32 人 1 人 0 人 0 人

4 人 3 人 0 人 0 人 1 人

636 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人

         人

0 人 0 人 0 人 0 人 0 人

0 人 0 人 0 人 0 人 0 人

1 人 1 人 0 人 0 人 0 人

10 人 8 人 2 人 0 人 0 人

23 人 23 人 0 人 0 人 0 人

310
238 人 235 人 2 人 0 人 1 人

         人

38 人 38 人 0 人 0 人 0 人

305 人 4 人 0 人 1 人

G1

0.0%

0.0%

0.0%--

--

0.0%0.0%

0.0%

1.3%

0.0%

0.0%

12.3% 12.3% 0.0%

0.3%

A2

0.2%

1.1% 0.0%

1.6%

0.3% 0.0%0.0%

0.2%

0.3%

--

--

A3

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

98.3%

0.5%

0.0%

30.0%

--

（2＋）以上【再掲】

尿潜血＋以上

0.2%

0.0%

72.8%

A1

0.0%

0.0%

A3

0.0%

（＋）（－）or（±）

20.0%

5.0%

0.0%

0.0%

0.0%

--

42.9%

正常

または高値

45-60

未満

0.6%

A1 A2

90以上

0.0%98.4%

76.8%

正常または

軽度低下
0.6%75.8%

--

治
療
中

G3a

G5

0.0%

中等度～

高度低下

7.4%

0.0%
15未満

末期腎不全

（ESKD）

G4

G4

G3b

15-30

未満
高度低下

0.3%

軽度～

中等度低下

0.3%

3.2%

0.0%

2.6%

高度低下
15-30

未満

30-45

未満

7.4%

G2
60-90

未満

G3b

治
療
な
し

20.3%

5.2%

軽度～

中等度低下

0.6%

73.9%

G3a

正常

または高値
G1

人946

30-45

未満

G2
正常または

軽度低下

60-90

未満

中等度～

高度低下

45-60

未満

90以上

尿検査･GFR共に実施
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（９）がんの予防 

   

がん検診受診率は、いずれも低くなっており、中でも子宮頸がん検診の受診率は低いまま推移

しています。（図表４０） 

子宮頸がんは若年での罹患もあり、赤ちゃんを育てる大切な臓器である子宮を失うことにもつ

ながるため、若年層からの受診数の拡大と継続的な受診につなげることが必要です。 

また、精密検査受診率は１００％にはなっておらず、その中でも胃がん検診と大腸がん検診は

受診率が向上しているものの８０％に届いていません。大腸がん検診の精密検査では、町民の反

応から下剤を飲むことの負担が大きい、大腸カメラを行うことの抵抗感が強い、痔のせいだと思

うなどの自己判断が未受診につながっていると考えられます。（図表４１） 

がんのリスクを高める要因としては、がんに関連するウイルス（ＨＰＶ、ＨＢＶ、ＨＣＶなど）

や細菌（ヘリコバクターピロリ菌）への感染、生活習慣に関連するもの（喫煙、過剰飲酒、食生

活など）があります。がんによる死亡を防ぐために最も重要なのは早期発見であるため、受診率

と精密検査受診率の向上につながる対策が必要です。 

 

図表４０ がん検診受診率推移                     （単位：％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：保健活動事業 

図表４１ がん検診精密検査受診率推移                  （単位：％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                出典：保健活動事業 
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（１０）慢性閉塞性肺疾患（COPD）の予防 

                       

WHO（世界保健機関）は慢性閉塞性肺疾患（以下 COPD）を「予防でき、治療できる病気」

と位置づけ、啓発運動を進めることを提言しています。日本では平成 24年に、COPD は「健康

日本 21（第 2次）」の中で、今後取り組むべき深刻な病気とされ新たに加えられています。 

 

① COPD の全身的影響 

COPD自体が肺以外にも全身性の影響をもたらして併存症を引き起こしている可能性もあるこ

とから、COPD を全身性疾患として捉える考え方もあります。 

 

② COPD の危険因子 

タバコ煙は COPD の最大の危険因子で、COPD 患者の約９０％に喫煙歴があります。COPD

の発症予防にはタバコ煙の暴露からの回避が重要であり、現在の青年期・壮年期の世代への生活

習慣病の改善に向けた働きかけを重点的に行うことが大切です。 

特に、子どもたちの受動喫煙や未成年者の喫煙は肺の正常な発達を著しく妨げ、さらには成人

になってから喫煙をすることで COPDを発症しやすいことが知られています。 

 

③ 健康・医療情報を活用した被保険者の健康課題の分析・評価 

COPDの被保険者千人当たりレセプト件数をみると入院よりも外来が多く、同規模平均や北海

道、国と比較しても外来件数は高くなっています。（図表４２） 

 

図表４２ 慢性閉塞性肺疾患（COPD）医療機関への受診状況・医療費の状況（被保険者千人当たりレセプト件数） 

 
H26年度 H27年度 H28年度 

入院 外来 入院 外来 入院 外来 

中標津町 0.011 0.950 0.000 0.846 0.023 1.098 

同規模平均 0.031 0.766 0.044 0.817 0.020 0.892 

北海道 0.034 0.898 0.045 0.960 0.023 1.063 

国 0.030 0.730 0.039 0.781 0.020 0.870 

出典：KDB 疾病別医療費分析(細小(82)分類) 
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１ これまでの取組みの考察 

   

本町では、特定健診・特定保健指導が開始した平成２０年度から毎年新たな取り組みを実施し、

特定健診の受診率向上や特定保健指導を行ってきました。しかし、特定健診受診率・特定保健指

導実施率ともに国が目標としている数値には大きく届いていない状況となっています。 

医療費は国や北海道、同規模平均と比較して低いですが、これからは高齢化率がさらに高くな

ると予想されるため、重症化傾向にある虚血性心疾患や脳血管疾患の医療費が伸び、総医療費も

膨らむことが考えられます。 

  

２ 保健事業の目的 

 

  生活習慣病が増加する傾向にある実態から、「自分の健康状態を把握し、必要な生活習慣の改善

や基礎疾患（高血圧症、糖尿病、脂質異常症等）の治療など、適切な保健行動をとることで、生

活習慣病の発症と重症化を予防できること」を保健事業の実施により目指します。 

このことは、被保険者の健康保持増進により、「健康寿命の延伸」「健康格差の縮小」につなが

るとともに、「医療費・介護費の伸びの抑制」にも寄与します。 

 

３ 保健事業の目標 

 

１) 中長期的な目標 

 ①「虚血性心疾患や脳血管疾患を発症する人の減少」 

生活習慣病の発症予防・重症化予防をすすめ、虚血性心疾患や脳血管疾患により高額な医療

費がかかる人の減少と、その中でも７０歳未満の患者数の減少を目指します。 

 

②「慢性腎臓病が重症化する人の減少」 

 長期化する疾患でもある人工透析と糖尿病性腎症の新規患者数の減少を目指します。 

 

③「入院費用の減少」 

これまでの健診・医療情報を分析した結果、外来件数に比べて入院件数が大幅に少ないにも

関わらず、費用額の割合では、ほぼ同じ割合の費用がかかっていることから、重症化している

ことが考えられるため、重症化予防に取組み入院費用の減少を目標とします。 

 

 ④「生活習慣病で亡くなる人の減少」 

  標準化死亡比（SMR）では、心疾患、脳血管疾患が国の基準よりも高くなっていることから、

生活習慣病で亡くなる人の減少を目標とします。 

第３章 目的・目標の設定 
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２) 短期的な目標の設定 

①「高血圧の重症化予防対象者の割合の減少」 

脳血管疾患・心疾患で亡くなる人が多く、脳血管疾患・心疾患の治療者は高血圧での治療を

している方が多くなっています。高血圧は、脳血管疾患や心疾患などあらゆる循環器疾患の危

険因子となるため、高血圧の発症・重症化予防に重点をおき、目標としては特定健診受診者の

うち、Ⅱ度高血圧以上となる者の割合の減少とします。 

 

②「喫煙率の減少」 

中標津町では同規模平均や北海道、国と比較して喫煙率が高くなっており、喫煙は全身の健

康状態に影響を及ぼすことから、喫煙率の減少を目標とします。 

 

③「健診を受けて、自分の健康状態を把握している人の増加」 

生活習慣病は自覚症状がないまま進行していくため、まずは健診を受ける機会を提供し、自

分自身の健康状態を把握していくことが必要となります。本町では平成２８年度の特定健診受

診率は２３．７％と国が目標とする受診率よりも低いため、受診率の向上を図ることが重要で

す。 

 

④「健診結果から、メタボリックシンドロームの改善に取り組む人の増加」 

 平成２８年度の特定保健指導実施率は１７．４％と国が目標とする実施率よりも低く、生活

習慣病の発症予防・重症化予防につなげるためにも、状態に応じた保健指導を実施し、特定保

健指導実施率の向上を図ります。生活習慣病の中には、治療において薬物療法だけでは改善が

難しく、食事療法と併用して治療を行うことが必要な疾患もあるため、栄養指導等の保健指導

も行っていきます。 
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目標一覧 

目 標 指 標 現状値 
目標値 

平成 35年度 

中
長
期
的
目
標 

① 

虚血性心疾患、脳血

管疾患を発症する人の

減少 

虚血性心疾患、脳血管疾患で高

額な医療となる患者数と、７０歳未

満の件数 

高額な医療になる疾患

の患者数（うち７０歳未

満の件数） 

虚血性心疾患 

 ９人（７件） 

脳血管疾患  

１２人（９件） 

減少 

② 
慢性腎臓病が重症化

する人の減少 

患者千人あたりの糖尿病性腎症新

規患者数 

 

患者千人あたりの人工透析新規患

者数 

０．３３５人 

 

 

０．０６７人 

平成 28 年度 KDB 医療

費分析（１）細小分類 

減少 

③ 入院費用の減少 入院医療費 

入院費 

676,954千円 

（平成 28 年度 KDB 同規

模保険者比較） 

減少 

④ 
生活習慣病で亡くなる

人の減少 

心疾患、脳血管疾患の SMR（標準

化死亡比） 

心疾患 

 男性 106.4 

 女性 124.8 

脳血管疾患 

 男性 103.6 

 女性 119.1 
（平成 18～27 年の SMR 

北海道における主要死因

の概要 9） 

低下 

短
期
的
な
目
標 

① 
高血圧の重症化予防

対象者の割合の減少 

特定健診受診者のうち、Ⅱ度高血

圧以上となる者の割合 

６．６％ 

 

（平成 28 年度 あなみツ

ール②_1_集計ツール） 

５％ 

② 喫煙率の減少 特定健診質問票調査の喫煙率 

１９．３％ 

 

（平成28年度 KDB質問

票調査の状況） 

１５％ 

③ 

健診を受けて、自分の

健康状態を把握してい

る人の増加 

特定健診受診率 
２３．７％ 

（平成 28 年度法定報告）  
６０％ 

④ 

健診結果から、メタボリ

ックシンドロームの改善

に取り組む人の増加 

特定保健指導終了率 

 

特定保健指導の対象者の減少率 

１７．４％ 

 

１７．１％ 

（平成 28 年度法定報告）  

６０％ 

 

２５％以上 

短期的な目標③～④については、第４章 第３期特定健康診査・特定保健指導実施計画の目標値に準じます。 
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１ 国民健康保険被保険者の特徴 

 

 本町の被保険者数（国民健康保険加入者）は、平成２９年４月現在６，４６０人で、総人口の

２７．２％が加入しています。特定健康診査の対象である「４０～７４歳」の加入率をみると、

男性は３７．０４％、女性は４２．１５％です。（図表４３、４４） 

 月別国民健康保険加入・脱退状況では、転出入、他の保険からの加入や脱退、生活保護開始、

後期高齢者医療保険への加入等により月によって増減に差が大きくみられています。（図表４５） 

 

図表４３ 被保険者数（国民健康保険加入者数）（一般・退職合計）         （単位：人） 

年  齢 
H27年度 H28年度 

男性 女性 合計 男性 女性 合計 

30～34歳 154 161 315 143 162 305 

35～39歳 219 184 403 201 172 373 

40～44歳 214 206 420 205 190 395 

45～49歳 192 204 396 190 198 388 

50～54歳 198 235 433 174 197 371 

55～59歳 226 263 489 201 247 448 

60～64歳 341 498 839 305 440 745 

65～69歳 549 612 1,161 548 631 1,179 

70～74歳 415 507 922 397 517 914 

40～74歳（再掲） 2,135 2,525 4,660 2,020 2,420 4,440 

（後期）65～74歳 48 43 91 53 42 95 

 

図表４４ 全人口と国保加入率                         （単位：人） 

年  齢 
H28年度（全人口） H28年度（国保加入率） 

男性 女性 合計 男性 女性 合計 

30～34歳 694 714 1,408 20.61％ 22.69％ 21.66％ 

35～39歳 862 785 1,647 23.32％ 21.91％ 22.65％ 

40～44歳 963 875 1,838 21.29％ 21.71％ 21.49％ 

45～49歳 820 858 1,678 23.17％ 23.08％ 23.12％ 

50～54歳 759 763 1,522 22.92％ 25.82％ 24.38％ 

55～59歳 748 766 1,514 26.87％ 32.25％ 29.59％ 

60～64歳 748 888 1,636 40.78％ 49.55％ 45.54％ 

65～69歳 884 927 1,811 61.99％ 68.07％ 65.10％ 

70～74歳 531 665 1,196 74.76％ 77.74％ 76.42％ 

40～74歳（再掲） 5,453 5,742 11,195 37.04％ 42.15％ 39.66％ 

（後期）65～74歳    3.75％ 2.64％ 3.16％ 

 

図表４５ 月別国保加入・脱退状況（平成２８年４月～平成２９年３月）         （単位：人） 

 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 １２月 １月 ２月 ３月 

加入 188 84 64 59 60 69 49 69 141 131 105 172 

脱退 179 270 211 99 100 126 122 102 69 101 100 81 

増減 9 ▲186 ▲147 ▲40 ▲40 ▲57 ▲73 ▲33 72 30 5 91 

第４章 第 3 期中標津町特定健康診査・特定保健指導実施計画 
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２ 第 2 期中標津町特定健康診査・特定保健指導実施計画の実施状況と評価 

 

１） 実施に関する目標の達成状況 

 

（１）特定健診実施率の分析 

 

市町村国保については４０歳から７４歳までの対象者の６０％を特定健診受診率とする目標が

定められていますが、本町では平成２８年度において５０％を目指しました。 

  平成２８年度の受診率は２３．７％であり、特定健診開始当初よりも伸びがみられましたが、

目標には到達しませんでした。（図表４６） 

 

図表４６ 特定健診受診率 

 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 

対象者数（人） 4,631 4,518 4,415 4,263 4,049 

受診数（人） 909 888 945 1,051 960 

受診率（％） 19.6 19.7 21.4 24.7 23.7 

目標（％） 55 25 30 40 50 

出典：法定報告 速報値 

 

（２）特定保健指導の実施率の分析 

  特定保健指導が必要と判定された対象者の６０％以上は特定保健指導を受けることが目標とし

て定められています。平成 28 年度の特定保健指導実施率は、１７．４％であり目標に到達しま

せんでした。（図表４７） 

 

図表４７ 特定保健指導の実施状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 H24年度 H25年度 H26 年度 H27年度 H28年度 

目標（％） 45 20 25 30 45 

実績（％） 12.5 25 11.6 20.6 17.4 

出典：法定報告 速報値 
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（３）第２期中標津町特定健診・特定保健指導実施計画期間における新規取り組み状況 

 

  第２期の計画期間であった平成２５年度から平成２９年度までの５ヵ年で、計画作成当初に掲げた

実施事業に基づき、特定健診・特定保健指導を実施してきました。 

 

 受診率向上対策 特定保健指導 一般の保健指導 

平成２５年度 ●未受診者への個別のハガキを送付   

平成２６年度 

●健診のデータ受領の委託先を１ヶ所から 

３ヶ所に増加 

●人間ドックの委託先を１ヶ所から３ヶ所に増加  

●次年度の先行予約の受付開始 

●健診の周知チラシを４月から３月へ前倒して

周知 

  

平成２７年度 

●インターネットからの健診予約の開始 

●健診の自己負担額の無料化 

●「なかなか健康なかしべつｷｬﾝﾍﾟｰﾝ」開催 

●KDB システムから未受診者対象者を抽出

し、勧奨訪問を実施 

 ●生活習慣病の重症

化予防対象者を抽

出し、積極的に支

援 

平成２８年度 

●商工会会員へ健診案内を送付 

●町役場退職者へ健診案内を送付 

●特定健診専門員を配置し、過去受診者へ 

個別勧奨 

●FMなかしべつへ出演し、健診について PR 

●中標津町開催の行事や運動教室での PR 

●特定健診専門員

による対象者への

利用勧奨と保健指

導の実施 

 

平成２９年度 

●特定健診とがん検診（胃・肺・大腸・子宮・

乳）を１日で受診可能な体制 

●「なかなか健康なかしべつｷｬﾝﾍﾟｰﾝ」の協賛

団体を拡大 

●トレーニング指導

員による保健指導 

●説明会にてトレーニ

ング指導員の講義 
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２）成果に関する目標の達成状況                   

 

（１）血糖コントロール指標におけるコントロール不良者の割合の抑制 

 

  血糖コントロール不良者の割合をみると、増加することなく推移していることから目標は達成

されたと考えられます。（図表４８） 

 

図表４８ 血糖コントロール指標におけるコントロール不良者の割合推移          

 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 

HbA1c が 8.4％（NGSP 値）以上

の者の割合 

人数（人） 5 6 6 4 

割合（％） 0.6 0.6 0.6 0.4 

年度別計画目標 0.2 0.2 0.2 0.2 

※割合＝該当者÷受診者数×100 で算出（小数点第 2 位以下は四捨五入） 

 

（２）高血圧の改善（Ⅱ度高血圧以上の割合の減少） 

高血圧の割合をみると、受診勧奨判定値とされるⅠ度高血圧以上の割合が増えており、年度別

計画目標のⅡ度高血圧以上の割合も増加していることから、目標は達成出来ていません。 

（図表４９） 

 

図表４９ 高血圧の結果                                

 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 

血圧測定者 888 945 1,051 1,045 

正常 
正常 

130/85mmHg未満  

人数（人） 568 574 659 633 

割合（％） 64 60.7 62.7 60.6 

保健指導

判定値 

正常高値 

130/85mmHg以上  

人数（人） 113 159 154 153 

割合（％） 12.7 16.8 14.6 14.6 

受診勧奨

判定値 

Ⅰ度 

140/90mmHg以上  

人数（人） 162 161 172 190 

割合（％） 18.2 17 16.4 18.2 

Ⅱ度 

160/100mmHg 以上 

人数（人） 37 43 57 56 

割合（％） 4.2 4.6 5.4 5.4 

Ⅲ度 

180/110mmHg 以上 

人数（人） 8 8 9 13 

割合（％） 0.9 0.9 0.9 1.2 

再掲）Ⅱ度以上 割合（％） 5.1 5.5 6.3 6.6 

年度別計画目標 割合（％） 5.0 4.0 3.5 3.0 

※割合＝該当者÷受診者数×100 で算出（小数点第 2 位以下は四捨五入） 
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（３）脂質異常症の減少（LDL コレステロール 160 以上の者の割合） 

 

LDL コレステロール値をみると、受診勧奨判定値の割合が増えており、年度別目標の LDL

コレステロール値 160以上の割合も多く、目標を達成することは出来ていません。（図表５０） 

 

図表５０ LDL コレステロール値の結果                      

 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 

LDL測定者 888 944 1,051 1,045 

正常 120未満 
人数（人） 380 394 461 414 

割合（％） 42.8 41.7 43.9 39.6 

保健指導判

定値 
120～139 

人数（人） 247 233 261 265 

割合（％） 27.8 24.7 24.8 25.4 

受診勧奨判

定値 

140～159 
人数（人） 139 178 188 201 

割合（％） 15.7 18.9 17.9 19.2 

160～179 
人数（人） 81 88 89 100 

割合（％） 9.1 9.3 8.5 9.6 

180以上 
人数（人） 41 51 52 65 

割合（％） 4.6 5.4 4.9 6.2 

再掲）160以上 割合（％） 13.7 14.7 13.4 15.8 

年度別目標 割合（％） 10.0 9.0 8.0 7.0 

※割合＝該当者÷受診者数×100 で算出（小数点第 2 位以下は四捨五入） 
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３ 特定健診等基本方針における目標値の把握                    

 

１）目標値                            

  特定健診等基本指針において、各医療保険者が設定するべき２つの目標と、平成３５年度（実

施計画終了年度）時点における目標値を掲げており、各保険者の目標値は、その値を踏まえて設

定することとしています。 

 

■国が示す目標値 

項目 
〈第 1期〉 

H24年度目標 

〈第 2期〉 

H29年度までの保

険者全体の目標 

H26年度実績 

（保険者全体） 

〈第 3期〉 

H35年度までの目標 

全国目標 市町村国保 

実
施
に
関
す
る
目
標 

①特定健診実施率 ７０％以上 ７０％以上 ４８．６％ ７０％以上 ６０％以上 

②特定保健指導実施率 ４５％ ４５％ １７．８％ ４５％以上 ６０％以上 

成
果
に
関
す
る
目
標 

③メタボ

リックシン

ド ロ ー ム

の 該 当

者 及 び

予 備 群

の 減 少

率（※） 

メタボリックシ

ンドロームの

該当者及び

予備群の減

少率 

－ 
２５％以上減少 

（H20年度比） 

３．２％減少 

（H20年度比） 
－ 

 

特定保健指

導対象者の

減少率 

１０％以上減少 

（H20年度比で H27

年度に 25％減少） 

－ 
１６．１％減少 

（H20年度比） 

２５％以上

減少 

（H20 年度比） 

※「メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少率」は、第 1期では特定保健指導対象者の減少率としていたが、第 2期以降は、いわゆる内科

系 8 学会の基準によるメタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少率としていた。保険者が数値目標として定める必要はないが、目標として

の活用を推奨する。 

 

■中標津町の目標値 

 
H28年度 

（現状） 
H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 H35年度 

特定健診実施率 ２３．７％ ２５％ ３０％ ３５％ ４０％ ５０％ ６０％ 

特定保健指導実施率 １７．４％ ２０％ ２５％ ３０％ ４０％ ５０％ ６０％ 
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４ 特定健康診査 

 

１）対象者数 

 

（１）定義 

 

  中標津町国民健康保険被保険者のうち、特定健診の実施年度中に 40～74 歳となる加入者（実

施年度内に 75 歳となる人は、特定健診受診日時点で 74 歳であれば特定健診の対象者となりま

す。）で、かつ当該実施年度の 1 年間を通じて加入している人（年度途中での加入・脱退等異動の

ない人）のうち、妊産婦等除外規定の該当する人（刑務所入所中、海外在住、長期入院等）を除

いた人が対象者となります。 

 

（２）推計 

 

  推計方法は以下の通りです。 

 １）過去 3 年分（平成 27 年～平成 29 年）の年齢別加入者数の平均増減率を出す 

 ２）当該年度に達する年齢ごとに増減率を乗じて、推計加入者数を計算する 

 ３）過去 4 年分（平成 26 年～平成 29 年）対象外者数の年齢別平均の件数を出す 

 ４）推計加入者数より対象外者数を控除したものを「特定健診対象者数推計」とする 

 

図表５１ 特定健診対象者数（推計）                        （単位：人） 

 40～64歳 65～74歳 合計 

H30年度 

男性 946 878 1,824 

女性 1,085 1,135 2,220 

合計 2,031 2,013 4,044 

H31年度 

男性 802 733 1,535 

女性 970 1,047 2,017 

合計 1,772 1,780 3,552 

H32年度 

男性 789 723 1,512 

女性 946 1,030 1,976 

合計 1,735 1,753 3,488 

H33年度 

男性 779 696 1,475 

女性 911 982 1,893 

合計 1,690 1,678 3,368 

H34年度 

男性 772 622 1,394 

女性 888 931 1,819 

合計 1,660 1,553 3,213 

H35年度 

男性 764 571 1,335 

女性 874 859 1,733 

合計 1,638 1,430 3,068 
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推計特定健診対象者に設定した目標受診率を乗じて算出した特定健診受診者数は、次の表のと

おりです。（図表５２） 

 

図表５２ 特定健診受診者数（推計） 

 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 H35年度 

目標受診率 25.0％ 30.0％ 35.0％ 40.0％ 50.0％ 60.0％ 

対象者数 4,044人 3,552人 3,488人 3,368人 3,213人 3,068人 

受診者数 1,011人 1,066人 1,221人 1,348人 1,607人 1,841人 

 

２）実施項目 

特定健診の実施項目については、省令・法令にて定められており、内臓脂肪型肥満に着目した

生活習慣病を予防し、特定保健指導の対象者を明確にするための健診項目とします。 

 

（１）基本健診 

  すべての対象者に実施し、実施費用全額を町が負担します。 

 

項目 内容 健診結果からわかること 

診察 

質問項目（服薬歴・喫煙歴等） 

肥満、やせ 等 
身体計測（身長・体重・腹囲*1） 

BMI（体重（kg）÷身長（m）の 2乗）の測定 

理学的検査（身体診察） 

血圧測定 血圧の状態 

血液検査 

脂質 

血清トリグリセライド（中性脂肪）の量 

高比重リポ蛋白コレステロール（HDL）の量 

低比重リポ蛋白コレステロール（LDL）の量 

中性脂肪が 400ml/dl以上又は食後採血の場合、LDLコレステロ

ールに代えて、Non-HDLコレステロールの測定でも可 

血液中の脂肪の状態 

（動脈硬化疾患 等） 

肝機能 

血清ｸﾞﾙﾀﾐｯｸｵｷｻﾛｱｾﾁｯｸﾄﾗﾝｽｱﾐﾅｰｾﾞ（GOT（AST）） 

血清ｸﾞﾙﾀﾐｯｸﾋﾟﾙﾋﾞｯｸﾄﾗﾝｽｱﾐﾅｰｾﾞ（GPT（ALT）） 
肝機能の障害 等 

ｶﾞﾝﾏ-ｸﾞﾙﾀﾐﾙﾄﾗﾝｽﾍﾟﾌﾟﾁﾀﾞｰｾﾞ（γ-GTP） 肝臓疾患、胆道疾患 

血糖 
空腹時血糖またはヘモグロビン A1c（HbA1c）、や

むを得ない場合は随時血糖*2 

糖尿病の危険性 

過去 1～2ヶ月の血糖値の状態 

尿検査 
尿糖 糖尿病の危険性 

尿蛋白 腎機能の障害 

 

*1 腹囲の測定は、厚生労働大臣が定める基準（BMI が 20 未満の者、もしくは BMI が 22kg/ｍ2未満で自ら腹囲を測定し、その値を

申告した者）に基づき、医師が必要でないと認める時は省略可。ただし、省略した者については特定保健指導の対象とはしない（健

診データファイルにおいて腹囲が空欄であっても保健指導レベルは「4.判定不能」又は「3.なし」となる。） 

*2 やむを得ず空腹時以外に採血を行い、HbA1c（NGSP 値）を測定しない場合は、食直後（食事開始時から 3.5 時間未満）を除き随

時血糖による血糖検査を行うことを可とする。 
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（２）町独自に追加する健診項目 

  すべての対象者に実施し、実施費用全額を町が負担します。 

 

項目 内容 健診結果からわかること 

血液検査 

総コレステロール 血液中の脂肪の状態 

血清尿酸 高尿酸血症、通風 

血清クレアチニン 

血清クレアチニンから算出した eGFR値 
腎機能の障害 

白血球数 感染症、白血病 等 

尿検査 尿潜血 腎機能の障害 

貧血検査 ヘマトクリット値、血色素量、赤血球数 貧血 

心電図検査 体表面 12誘導心電図 不整脈、心筋梗塞、狭心症 等 

 

 希望があった方に実施し、実施費用は本人の自己負担とします。 

項目 内容 健診結果からわかること 

眼底検査 眼底写真撮影 動脈硬化の進展度 

 

（３）詳細な健診項目 

  対象者のうち、医師の判断により受診しなければならない項目（いわゆる詳細な健診の項目）とし

ては、貧血検査・心電図検査・眼底検査・血清クレアチニン検査（eGFRによる腎機能の評価を含む）

の 4 項目となります。なお、実施する場合は、当該項目を実施する理由、その理由を判断した医師名

を明記すること、受診者に対しては実施時に十分な説明を行うことを健診委託機関と共通した認識を

もって実施します。 

追加項目 実施できる条件 

貧血検査（ヘマトクリッ

ト値、血色素量及び赤血球数

の測定） 
貧血の既往歴を有する者又は視診等で貧血が疑われる者 

心電図検査*1（体表

面 12 誘導心電図） 

当該年度の特定健診の結果等において、収縮期血圧 140mmHg 以上若しくは拡張期血圧

90mmHg 又は問診等で不整脈が疑われる者 

眼底検査*2 

当該年度の特定健診の結果等において、血圧又は血糖が、次の基準に該当した者 

ただし、当該年度の特定健診の結果等において、血圧の基準に該当せず、かつ血糖検査

の結果について確認することができない場合においては、前年度の特定健診の結果等に

おいて、血糖検査の基準に該当する者を含む。 

血圧 収縮期 140mmHg以上又は拡張期 90mmHg以上 

血糖 
空腹時血糖値が126mg／dl以上、HbA1c（NGSP値）6.5％以上又は随時血糖値が126mg

／dl以上 

血清クレアチニン

検査（eGFR による腎

機能の評価を含む） 

当該年度の特定健診の結果等において、血圧又は血糖が、次の基準に該当した者 

血圧 収縮期 130mmHg以上又は拡張期 85mmHg以上 

血糖 
空腹時血糖値が 100mg／dl 以上、HbA1c（NGSP 値）5.6％以上又は随時血糖値が

100mg／dl以上 
 

*1 心電図検査は、基準に基づき医師が必要と認める者であって特定健診当日に心電図検査を実施した場合、詳細な健診の項目として実

施したこととする。 

*2 眼底検査は、基準に基づき医師が必要と認める者であって特定健診当日から 1 ヶ月以内に眼底検査を実施した場合、詳細な健診の

項目として実施したこととする。 
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（４）質問項目 

 

 質問項目 回答 

 現在、ａからｃの薬の使用の有無  

1 ａ．血圧を下げる薬 ①はい ②いいえ 

２ ｂ．血糖を下げる薬又はインスリン注射 ①はい ②いいえ 

３ ｃ．コレステロールや中性脂肪を下げる薬 ①はい ②いいえ 

４ 
医師から、脳卒中（脳出血、脳梗塞等）にかかっているといわ

れたり、治療を受けたことがありますか。 
①はい ②いいえ 

５ 
医師から、心臓病（狭心症、心筋梗塞等）にかかっているとい

われたり、治療を受けたことがありますか。 
①はい ②いいえ 

６ 
医師から、慢性腎臓病や腎不全にかかっているといわれたり、

治療（人工透析など）を受けていますか。 
①はい ②いいえ 

７ 医師から貧血といわれたことがある。 ①はい ②いいえ 

８ 
現在、たばこを習慣的に吸っている。 
※（「現在、習慣的に喫煙している者」とは、「合計 100 本以上、又は

6 ヶ月以上吸っている者」であり、最近 1 ヶ月間も吸っている者） 
①はい ②いいえ 

９ 20歳の時の体重から、10ｋｇ以上増加している。 ①はい ②いいえ 

１０ 
1回30分以上の軽く汗をかく運動を週 2日以上、1年以上実

施。 
①はい ②いいえ 

１１ 
日常生活において歩行又は同等の身体活動を 1日 1時間以

上実施。 
①はい ②いいえ 

１２ ほぼ同じ年齢の同性と比較して、歩く速度が速い。 ①はい ②いいえ 

１３ 食事をかんで食べる時の状態はどれにあてはまりますか。 

①何でもかんで食べることができる 

②歯や歯ぐき、かみあわせなど気になる部分が

あり、かみにくいことがある 

③ほとんどかめない 

１４ 人と比較して食べる速度が速い。 ①速い ②ふつう ③遅い 

１５ 就寝前の 2時間以内に夕食をとることが週 3回以上ある。 ①はい ②いいえ 

１６ 朝昼夕の 3食以外に間食や甘い飲み物を摂取していますか。 ①毎日 ②時々 ③ほとんど摂取しない 

１７ 朝食を抜くことが週 3回以上ある。 ①はい ②いいえ 

１８ お酒（日本酒、焼酎、ビール、洋酒など）を飲む頻度。 
①毎日 ②時々 ③ほとんど飲まない（飲めな

い） 

１９ 
飲酒日の 1日当たりの飲酒量 
日本酒 1 合（180ml）の目安：ビール 500ml、焼酎（25 度）110ml、ウ

イスキーダブル 1杯（60ml）、ワイン 2杯（240ml） 

①1合未満 

②１～２合未満 

③２～3合 

④３合以上 

２０ 睡眠で休養が十分とれている。 ①はい ②いいえ 

２１ 運動や食生活等の生活習慣を改善してみようと思いますか。 

①改善するつもりはない 

②改善するつもりである（概ね６ヶ月以内） 

③近いうちに（概ね１ヶ月以内）改善するつもりで

あり、少しずつ始めている 

④既に改善に取り組んでいる（６ヶ月以内） 

⑤既に改善に取り組んでいる（６ヶ月以上） 

２２ 
生活習慣の改善について保健指導を受ける機会があれば、

利用しますか。 
①はい ②いいえ 
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（５）医療保険者による追加健診項目（人間ドック等）  

  人間ドックの健診項目に、特定健診で行われなければならない項目が全て包含されていれば、

人間ドックの実施により特定健診の実施に代えることが可能となるため、本町でもそのように実

施していきます。 

 

３）実施形態                               

  特定健診の実施時期や期間については、対象者の中には酪農に従事している人も多くいるため、

繁忙期を避けた実施時期や時間の設定が必要となります。 

また、実施場所の選定においては、どのような実施場所とすれば対象者の利便性が確保でき、

実施率向上につながるのかを十分に考慮することが重要です。毎年度当初に当該年度の実施事項

（方法・場所・時期等）を決定し、広報紙等を利用して対象者への周知徹底を図ります。本町で

は受診者の利便性を考慮する観点から、がん検診等についても可能な限り、同会場での同時実施

をすることにします。 

なお、高確法第２８条、及び実施基準第１６条第１項に基づき、具体的に委託できる者の基準

については厚生労働大臣の告示において定められています。 

 

■実施内容 

方法 場所 外部委託 契約形態 実施時期 ※詳細は年度当初に公表 

集団健診 

中標津町保健センター 

有 個別契約 

６月・８月・11月 

JA計根別 ８月 

JA中標津 10月 

個別健診 

釧路がん検診センター 

概ね 5月～3月 

町立中標津病院 

富沢内科医院 

石田病院 

別海病院 

 

■健診実施機関リスト 

健診機関名 健診時期 受付時間 予約 

公益財団法人北海道結核予防会 6月・11月 6時～11時 要 

JA北海道厚生連帯広厚生病院 8月・10月 6時～11時 要 

釧路がん検診センター 
【集団】8月 6時～11時 

要 
【個別】通年 個別案内 

町立中標津病院 

5月～3月 

診療時間内 要 

富沢内科医院 診療時間内 不要 

石田病院 診療時間内 要 

町立別海病院 診療時間内 要 
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４）医療機関との適切な連携                       

  治療中であっても特定健診の受診対象者であることから、かかりつけ医から本人へ特定健診の

受診勧奨を行うよう、医療機関へ十分な説明を実施します。 

 また、本人の同意のもとで、保険者が診療における検査データの提供を受け、特定健診結果の

データとして円滑に活用できるよう、かかりつけ医の協力及び連携を行います。 

 

５）代行機関                              

  特定健診に係る費用の請求・支払の代行は、北海道国民健康保険団体連合会に事務処理を委託

します。 

 

６）受診券発券時期・対象者への送付                   

  特定健診の受診券の様式は、全国統一の標準的な様式で発券することとします。毎年度 2 月末

までの被保険者データを用いて北海道国保連合会、3 月に国民健康保険へ加入した人（届出は４

月以前）は本町で発券・印刷し、4 月下旬に対象者へ送付します。4 月 1 日に国民健康保険へ加

入した人（届出は 4 月以前）は本町で発券・印刷し、5 月下旬に対象者へ送付します。その他、

年度内に加入された人で特定健診を希望された人へはその都度発券・送付します。 

  送付する際には、本町で実施している特定健診・がん検診の案内も一緒に同封します。 

 

７）特定健診委託単価、自己負担額                   

  委託単価については、毎年度、町財務規則等に基づいた契約手続きを経て金額を決定するとと

もに、自己負担額については、年度ごとに定める一定の額とし、基本健診、詳細健診、町独自に

追加している項目については無料を原則とします。 

 

８）契約書の書式                           

  健診機関の委託契約書は、国から示された標準的な契約書（基本条項、別紙（健診等内容表・

内訳書、個人情報取扱注意事項））に基づき契約を行います。 
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５ 特定保健指導 

 

１）対象者 

（１）定義 

特定保健指導における対象者の定義は、特定健診の結果、腹囲の他、血糖、血圧、脂質が所定

の値を上回る人のうち、糖尿病、高血圧症又は脂質異常症の治療に係る薬剤の服用者を除く人で

す。 

  次の図表にあるように、追加リスクの多少と喫煙歴の有無により、動機付け支援の対象となる

のか積極的支援の対象となるのかが異なります。 

  

 ■特定保健指導レベルの階層化 

 ステップ１ 

   

 

 

 

 

                       BMI＝体重（kg）÷身長（ｍ）２ 

 ステップ２ 

   ① 血 糖 ａ 空腹時血糖       １００ｍｇ/ｄｌ以上  または 

         ｂ ＨｂＡ１ｃ（ＮＧＳＰ） ５．６％以上      または 

         ｃ 随時血糖        １００ｍｇ/ｄｌ以上   

 

   ② 脂 質 ａ 中性脂肪        １５０ｍｇ/ｄｌ以上  または 

         ｂ ＨＤＬコレステロール  ４０ｍｇ/ｄｌ未満    

 

   ③ 血 圧 ａ 収縮期         １３０ｍｍＨｇ以上   または 

         ｂ 拡張期         ８５ｍｍＨｇ以上     

          

   ④ 質問票 喫煙あり（①～③のリスクが１つ以上の場合カウント） 

     （「合計 100 本以上、又は 6ヶ月以上吸っている者」で、最近 1 ヶ月間も吸っている者） 
 

 

 

 ステップ３ 

  

 

 

 

 

 ステップ４  

※65 歳以上 75 歳未満の人については、「積極的支援」の対象となった場合でも「動機付け支援」とする。 

※血糖・脂質・血圧で服薬中の方は「情報提供」となり、特定保健指導の対象とならない。 

（１）腹囲 

男 ８５cm以上 

女 ９０cm以上 

（２）腹囲 

男 ８５cm未満 

女 ９０cm未満 

かつ BMI２５以上 

（３）腹囲 

男 ８５cm未満 

女 ９０cm未満 

かつ BMI２５未満 

ステップ１で（１）の場合 

ステップ２の①～④のリスクが 

 ２つ以上：積極的支援 

１つ：動機付け支援 

０：情報提供 

ステップ１で（２）の場合 

ステップ２の①～④のリスクが 

  ３つ以上：積極的支援 

１つ又は２つ：動機付け支援 

０：情報提供 

情報提供 
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２） 健診から保健指導実施の流れ    

                

「標準的な健診・保健指導プログラム（平成 30 年度版）」様式 5-5 をもとに、健診結果から

保健指導対象者の明確化、保健指導計画の策定・実践評価を行います。（図表５３） 

 

図表５３ 健診から保健指導実施へのフローチャート 
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６ 個人情報の保護 

 

１）基本的な考え方 

  特定健診・特定保健指導で得られる健康情報の取り扱いについては、個人情報の保護に関する

法律及び中標津町個人情報保護条例を踏まえた対応を行います。 

  また、特定健診を外部委託する際は、個人情報の厳重な管理や、目的外使用の禁止等を契約書

に定めるとともに、委託先の契約状況を管理します。 

 

２）特定健診・保健指導の記録の管理・保存期間について 

  特定健診・特定保健指導の記録の管理は、特定健診等データ管理システムで行います。 

 

７ 結果の報告 

 

  実績報告については、特定健診等データ管理システムから実績報告用データを作成し、健診実

施年度の翌年度 11月 1 日までに報告します。 

 

８ 特定健康診査等実施計画の公表・周知 

 

  高確法第 19 条第 3 項（保険者は、特定健康診査等実施計画を定め、又はこれを変更したとき

は、遅延なく、これを公表しなければならない）に基づく計画は、町ホームページ等への掲載に

より公表、周知します。 
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１ 保健事業の方向性 

 

保健事業の実施にあたっては、まず生活習慣病は自覚症状がないため、健診の機会を提供し、

状態に応じた保健指導の実施が重要になってきます。そのため、特定健診受診率、特定保健指導

実施率の向上に努めていく必要があります。その実施にあたっては第４章に準ずるものとします。 

また、糖尿病性腎症、虚血性心疾患、脳血管疾患における共通のリスクとなる糖尿病、高血圧、

脂質異常症、メタボリックシンドローム等の減少を目指すために特定健診における血糖、血圧、

脂質の検査結果を改善していくこととします。そのためには重症化予防の取り組みとポピュレー

ションアプローチを組み合わせて実施していく必要があります。 

重症化予防としては、生活習慣病重症化による合併症の発症・進展抑制を目指し、糖尿病性腎

症重症化予防・虚血性心疾患重症化予防・脳血管疾患重症化予防の取組みを行います。具体的に

は医療受診が必要な者には適切な受診への働きかけを行う受診勧奨を、治療中の者へは医療機関

と連携し、重症化予防のための保健指導を実施していきます。 

ポピュレーションアプローチの取組みとしては、生活習慣病の重症化により医療費や介護費用

等の実態を広く町民へ周知します。 

 

２ 保健事業の実施内容 

 

１）受診率向上対策 

  特定健診の受診日時や健診機関などを対象者へ周知する際には、年代に応じた文書や勧奨時期 

の工夫が必要となります。未受診者のニーズを把握していくことで、対象に合わせた勧奨を実施

し、特定健診の受診率向上を図っていきます。 

 また、特定健診を受けやすい体制づくりとして、健診委託機関の拡大やがん検診を同日に受け

られるような体制、個人へのインセンティブの提供をしていきます。 

 

２）特定保健指導 

  第 3 期特定健康診査等実施計画において、健診当日に結果が揃わなくても、初回面接の分割実

施が可能となることから、対象者の利便性の向上や実施率向上のためにも、集団健診において健

診当日に実施できる体制を整えていきます。 

  また、生活習慣病の発症・重症化予防のためには運動療法も有効であることから、運動に取り

組みやすいような支援を実施していきます。 

  保健指導を実施する際には、生活習慣の改善により予防効果が大きく期待できる者を明確にし、

優先順位をつけて保健指導を実施していきます。 

 

 

第５章 保健事業の実施内容 
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３）一般保健指導 

  喫煙率が高く、COPD の外来のレセプト件数も高くなっていることから、禁煙についての指導も取

り組んでいきます。 

また、がん検診については、受診者の受けやすい体制づくりや個別勧奨などを実施し、検診の受診

率と精密検査受診率の向上にも取り組みます。 

   

４）重症化予防対策 

重症化予防対策として、本町の特徴である高血圧に重点をおいて保健指導に取り組んでいきます。

その際には、国保が保有するレセプトデータ及び特定健診データを活用し、対象者を把握します。

対象者の選定基準や優先順位については、毎年度見直しを行い、効果的な重症化予防対策を実施

していけるようにします。 

また、糖尿病性腎症重症化予防では、保険者努力支援制度にも指標として掲げられていること

から、本町でも対象者を把握し、必要な保健指導を実施していきます。対象者への保健指導につ

いては糖尿病治療ガイド、CKD診療ガイド等を基に保健指導を行います。 

尿中アルブミン検査や頚動脈超音波等の２次健診を活用した重症化予防対策も必要となってく

るため、医療機関と調整して実施していける体制をつくっていきます。 

 

５）医療機関との連携 

  未治療や治療中断であることを把握した場合には受診勧奨を行い、治療中の場合は医療機関と連携

した保健指導を実施していきます。医療の情報についてはかかりつけ医や対象者、KDB 等を活用

しデータを収集していきます。 

 

６）高齢者福祉部門（介護保険部局）との連携 

  受診勧奨や保健指導を実施していく中で生活支援等の必要が出てきた場合には、地域包括支援セン

ター等と連携していきます。 

 

７）評価 

  評価を行うにあたっては、短期的評価・中長期的評価の視点で考えていきます。短期的評価につい

ては計画評価等に合わせて年 1回行うものとします。 
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８）その他の保健事業 

 

（１）子どもの生活習慣病 

予防を目標とする疾患である虚血性心疾患、脳血管疾患、糖尿病性腎症は、遺伝的な要因もあ

りますが、食や生活リズム、運動習慣など共通した生活習慣がその背景にあります。大人の生活

習慣は、小児期の生活が大きく影響します。乳幼児期から生活習慣病予防を視野に入れて生活習

慣を身に付けていくことが望まれます。 

一般に子どもの時から始まるとされている動脈硬化病変は、肥満児では非肥満児に比べて進行

していることが明らかにされています。肥満の経過年数が長いほど、早期に心血管疾患のリスク

が高くなります。さらに、子どもの肥満は大人の肥満に移行する確率が非常に高く、思春期肥満

の７０％は成人肥満に移行すると言われています。 

また、やせた女性が妊娠した場合、妊娠中の体重増加が不良で、低出生体重児（出生時体重が

２，５００g 未満）の出生率が高くなります。 

胎児期に栄養状態が悪いと様々な臓器が発育不全になる場合があり、これらの機能変化は出生

後も継続され、その結果、出生後に栄養過多になると、肥満、糖尿病、高脂血症、高血圧、メタ

ボリックシンドローム等に罹患しやすくなり、心血管障害による死亡率を上昇させるという疫学

調査報告があります。妊娠前から適正体重を維持することと、正期産（在胎週数 37 週以降）児

や適正体重の子どもを出産できるように支援する必要があります。 

 

①体格 

本町の低出生体重児の割合をみると、過去 5 年間で平成 26 年以外は全国・北海道よりも多く

なっています。 

低出生体重児の出生数を減らす対策とともに、低出生体重で生まれてきた子どもの健やかな発

育・発達への支援や、将来の生活習慣病の発症予防のための保健指導も必要です。（図表５４） 

 

図表５４ 出生体重 2,500g 未満の出生割合の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：釧路・根室地域保健情報年報 
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体格指数は、3歳から 9歳（通常 5 歳から 7 歳）で最小値となり、その後再び上昇することが

知られており、このことを Adiposity Rebound と言います。この Adiposity Reboundが早

期に出現した子は、肥満や心疾患のリスクが高くなると言われており、将来生活習慣病になるリ

スクが高くなります。また、5 歳までに高度肥満を抑えることができなければ、大人の肥満に直

結していくと言われています。 

  本町の 3 歳児健診で肥満児率は平成２８年度３．３％で、1歳 6 ヶ月児健診から 3 歳児健診ま

での体格指数の伸びがある子の方が 6 歳時の肥満の割合が高くなっています。将来の生活習慣病

になるリスクを下げるために、各乳幼児健診にて状況を把握し、Adiposity Rebound を早期に

出現させないとともに、肥満児の割合が減少できるように伝えていきます。（図表 5５、5６） 

 

図表 5５ 3歳児健診での肥満児率                         （単位：％） 

 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 

肥満児率 6.3 7.6 4.7 4.4 4.4 3.3 

出典：保健活動事業 

 

図表 5６ 1歳 6 ヶ月児健診から 3 歳児健診までの体格指数の伸びからみる 6 歳児の体格区分 

 合計 太りすぎ 太り気味 標準 

体格指数の伸びがある 63人 11名（17％） 8人（13％） 44人（70％） 

体格指数の伸びがない 101人 4名（4％） 13人（13％） 84人（83％） 

出典：平成 27年度 就学児健診にて来所した 164 名の実績 

②生活リズム 

  新生児期から乳幼児期にかけては、中枢神経系（脳、脊髄）の発達していく時期にあり、感覚

器（目、鼻、耳、皮膚など）の機能が発達していく大事な時期です。生活リズムが整っていると、

日中は活動しやすい体、夜間は睡眠がとれる体へとつくられていくと言われています。生活リズ

ムが乱れていると、日中起きていても体は眠っている状態になり、日中の活動がしにくい状況と

なることや、中枢神経系の発達、感覚器の機能へも影響があることが考えられます。 

  本町の幼児の早寝早起きの割合をみると年々増加傾向にあるため、今後も継続して早寝早起き

のリズムをつくっていけるように支援していきます。（図表 5７） 

 

図表 5７ 早寝早起き（朝 7 時までに起きて、夜 9 時までに寝る）の割合の推移 
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③食 

  欠食率は平成 23 年と比較すると減少しています。朝食の欠食は、生活リズムの乱れが原因と

なることが多いため、早寝早起きの習慣など生活リズムも合わせて支援していく必要があります。

（図表 5８） 

また、毎日ジュース等の甘味飲料を飲んでいる児の割合は、経年的にみると減少傾向にありま

す。しかし、年齢があがるにつれて飲む割合は高くなっており、１歳児に比べると３歳児では５

倍の割合で高くなっています。（図表５９） 

 

図表 5８ 欠食率の年次推移             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：保健活動事業    

                   

図表５９ 甘味飲料を毎日飲んでいる児の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：保健活動事業 

 

4.0 

3.4 
3.1 

3.8 

3.0 

2.0 2.2 

0.9 

0.0 0.0 

1.4 
1.0 

1.8 

0.9 
0.9 1.2 

1.4 

1.6 

3.3 

2.2 2.1 

1.2 1.6 1.9 

0

1

1

2

2

3

3

4

4

5

H23 H24 H25 H26 H27 H28

（％)

１歳児相談 １．６歳児健診 ２歳児相談 ３歳児健診

12.3
8.6 6.2 5.1 5.5

19.6 19.6 21.8

15.6 14.6

26 26.9 25.2 22.9
24.2

38.2
30.6

35.7

30.9

27.3

0

10

20

30

40

50

H24 H25 H26 H27 H28

１歳児相談 1歳6ヶ月児健診 2歳児相談 3歳児健診

（％）



52 

 

④歯 

  １人平均う歯数、う歯所有者率ともに全国・全道よりも多くなっています。（図表 6０） 

う歯は、甘味飲料や間食の回数や時間などと関係していることから、食生活や生活リズムと関

連付けて支援をしていく必要があります。 

 

図表 6０ 1人平均う歯数・う歯所有者率の全国、全道との比較（3 歳児） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：保健活動事業 

 

早期から肥満予防を考えた育児や食習慣、生活習慣等により、肥満や生活習慣病を発症しない

ように支援することが大切になります。 

母子保健法や学校保健安全法を根拠法令とする健康診査及び保健指導や、第 4 次中標津町母子

保健計画（平成 27 年度～平成 32 年度）、第 2 次中標津町食育推進計画（平成 28 年度～平成

32 年度）による事業などと連動させながら、保健事業を実施していきます。 

 

９）重複受診者への適切な受診指導 

健診・医療情報を活用したその他の取り組みとしては、レセプトを活用して、同一疾患で複数

の医療機関を重複して受診している被保険者に対し、医療機関、保険者等の関係者が連携して、

適切な受診の指導を行います。 

 

１０）後発医薬品の使用促進 

レセプトに基づき、後発医薬品を使用した場合の具体的な自己負担の差額に関して被保険者に

通知を行います。 
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 「団塊の世代がより高齢になり死亡者数がピークを迎える２０４０（平成５２）年に向け、急増

し変化するニーズに対応するため、限られた人材と財源を前提として、いかにして、要介護リスク

が高まる年齢を後ろ倒しにできるか、すなわち、「予防」を積極的に推進し需要を抑制できるかが重

要になる。」と地域包括ケア研究会の報告書が公表されています。 

 重度の要介護状態となる原因として生活習慣病の重症化によるものが多く占めています。要介護

になる原因疾患のうち脳血管疾患、糖尿病性腎症による人工透析等、生活習慣病の重症化に起因す

るものは予防可能であり、国保加入者の重症化予防を推進することが要介護認定者の減少、町民一

人ひとりの健康寿命の延伸につながります。要介護状態により地域で暮らせなくなる人を少しでも

減らしていくためには、要介護に至った背景を分析し、それを踏まえ KDB・レセプトデータを活用

したハイリスク対象者を抽出して保健指導を実施します。重症化予防の取組みそのものが介護予防

として捉えることができます。 

 本町の７５歳以上人口の将来推計では、２０１５年の人口を１．０としたときの指数で２０４０

年が１．６７と全国で最も高い沖縄県よりも高くになると推計しています。（図表６１） 

 高齢期は個人差が大きい年代であり、個人の状況に応じた包括的な支援に繋げていくためには、

かかりつけ医や薬剤師、ケアマネージャー、ホームヘルパー等の地域の医療・介護・保健・福祉サ

ービスの関係者とのネットワークや情報共有を構築することが重要であり、高齢者を支える地域包

括ケアの構築が地域で元気に暮らしていく町民を増やしていくことにつながります。 

 

 

図表６１ ７５歳以上人口の将来推計（２０１５年の人口を１．０としたときの指数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成 25 年 3月推計）」より作成 

第６章 地域包括ケアに係る取組み 
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１．評価の時期 

 

  最終年度となる平成 35 年度に、計画に掲げた目的・目標の達成状況の評価を実施し、次期計

画策定に向け、見直しを行います。 

  計画の評価と見直しは、計画策定時と同様に、関係部署の職員からなる検討の場を設けて行い

ます。 

 

２．評価方法・体制 

 

  保険者は、健診・医療情報を活用して PDCA サイクルに沿った効果的かつ効率的な保健事業の

実施を図ることが求められており、保険者努力支援制度においても４つの指標での評価が求めら

れています。 

 

※評価における４つの指標 

 

ストラクチャー 

（保健事業実施のための体制・システムを整えている

か） 

・事業の運営状況を定期的に管理できる体制を整備

しているか（予算等を含む） 

・保健指導実施のための専門職の配置 

・KDB活用環境の確保 

プロセス 

（保健事業の実施過程） 

・保健指導等の手順・教材は揃っているか 

・必要なデータは入手できているか 

・スケジュールどおり行われているか 

アウトプット 

（保健事業の実施量） 

・特定健診受診率、特定保健指導実施率 

・計画した保健事業を実施したか 

・保健指導実施数、受診勧奨実施数など 

アウトカム 

（成果） 

・設定した目標に達することができたか 

（検査データの変化、医療費の変化、糖尿病等生活

習慣病の有病者の変化、要介護率など） 

 

  具体的な評価方法は、KDB システムに毎月、健診・医療・介護のデータが収載されるので、受

診率、受療率、医療の動向等は、保健指導に係る保健師・管理栄養士等が自身の地区担当の被保

険者分について定期的に行います。 

  また、特定健診の国への実績報告後のデータを用いて経年比較を行います。特に取り組むべき

課題の解決としての重症化予防事業の事業実施状況についても、保健師間で共有し見直しをして

いきます。 

第７章 計画の評価・見直し 
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１．計画の公表・周知 

 

計画は、被保険者や保健医療関係者等が容易に知り得るべきものとすることが重要であり、こ

のため、国指針において、公表するものとされています。 

  具体的な方策としては、中標津町ホームページに掲載することを基本とし、中標津町情報公開

条例の規程に基づき実施します。 

 

２．個人情報の取扱い 

 

  本町における個人情報の取り扱いは、中標津町個人情報保護条例（平成 17 年条例第 41 号）

によるものとします。 

 

３．事業運営上の留意点 

 

 本町は国保部門に保健師等の専門職が配置されていないため、計画策定作業を通じて、今後も

国保部門と保健衛生部門との連携を強化するとともに、介護部門等関係部署と共通認識をもって、

課題解決に取り組みます。 

 

４．その他の留意事項 

 

データ分析に基づく保険者の特性を踏まえた計画を策定するため、国保連合会が行うデータヘ

ルス計画等に関する研修に事業運営にかかわる担当者（国保、保健衛生、介護部門等）が積極的

に参加するとともに、事業推進に向けて協議する場を設けます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８章 計画の公表・周知及び個人情報の取扱い等 
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参考資料１  KDB 等に基づく中標津町の生活習慣病対策のための現状分析と課題設定 

 

参考資料２  実施のための取組み 

 

参考資料３  全体の経年変化 

 

参考資料４  KDB システム帳票の項目説明 

 

参考資料５  医療費分析の経年変化 

 

参考資料６  疾病の発生状況の経年変化（１） 

 

参考資料７  疾病の発生状況の経年変化（２） 

 

参考資料８  有所見割合の経年変化 

 

参考資料９  メタボリック該当者・予備群の経年変化 

 

参考資料１０ 質問票調査の経年変化 

 

参考資料１１ 特定健診受診率、特定保健指導実施率、受診勧奨者経年変化

参考資料 
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参考資料１ KDB 等の分析に基づく中標津町の生活習慣病対策のための現状分析と課題設定 
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平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度

4,044人 3,552人 3,488人 3,368人 3,213人 3,068人

1,011人（25.0%） 1,066人（30.0％） 1,221人（35.0％） 1,348人（40.0％） 1,607人（50.0％） 1,841人（60..0％）

20.0% 25.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

18.0% 20.0% 22.0% 23.0% 24.0% 25.0%

特定健診担当 ●受診券封筒を目立たせる工夫 ●受診券封筒を自前で作成

未受診者対策担当 ●当該年度40歳になる方へ勧奨ハガキ

未受診者対策担当 ●アンケート実施に向けて内容、時期等を検討 ●50代へアンケート実施、勧奨、結果の分析 ●アンケートを元に未受診者対策を実施

特定健診担当 ●自動予約制度開始

国保係 ●集合契約の開始

人間ドック担当 ●人間ドック委託機関の拡大

特定健診担当 ●５がん同時受診日を３日間設ける ●５がん同時受診日を４日間設ける

個別健診・がん検診担当 ●個別健診でもがん検診を受けられる体制

特定事後担当 ●積極的支援対象者へ健診当日に面接

特定事後担当 ●特定保健指導利用者は体育館の利用料無料（5回分）

特定事後担当 ●動機付け支援対象者へ健診時に面接

禁煙担当 ●禁煙教室の開始

特定健診・特定事後担当 ●2次健診実施に向けての体制づくり ●２次健診実施

特定事後担当 ●精密検査勧奨

特定事後担当 ●重症化予防対策（重点：高血圧）

特定事後担当 ●高血圧教室の開催 ●高血圧教室の開催

特定事後担当 ●減塩啓発の開始

歯科担当 ●歯周病予防対策

特定事後担当 ●JAでの説明会を希望制に変更

特定健診担当 ●インセンティブ（商工会との連携）

特定健診担当 ●18歳からの健診

特定健診担当 ●39歳以下の個別健診開始

全体 ●事務の整理・体制強化

その他

受診率向上対策

周知・勧奨

受けやすい体制

特定保健指導

一般保健指導

特定健診対象者数

特定健診受診者数・受診率

特定保健指導実施率

特定保健指導対象者の減少率

目標

参考資料２ 実施のための取組み 
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参考資料３ 全体の経年変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

実数 実数 実数 実数 実数

700 680 736 784 794

11 10 13 15 17

30 27 25 24 22

125 130 132 153 156

341 372 368 404 402

144 138 160 169 182

394 421 423 461 453

217 230 227 244 243

48 58 73 84 82

336 351 377 404 414

246 283 291 327 310

認定あり

認定なし

1,903 1,941 2,034 2,070 2,079

3,066 2,979 2,815 2,605 2,370

2,897 2,737 2,494 2,261 2,118

2 2 2 2 2

8 8 8 8 8

319 319 319 319 319

31 32 32 32 33

22.3 25.4 22.7 26.9 27.3

7.0 9.1 9.2 7.3 7.6

8.6 10.0 10.4 10.3 10.0

11.7 12.4 12.2 10.8 10.6

16.7 12.8 12.7 10.6 11.8

18.8 15.7 18.1 19.1 17.4

649,154 19位 (15) 613,361 47位 (13) 518,486 13位 (13) 592,239 72位 (14) 539,469 119位 (13)

644,633 36位 (15) 622,899 64位 (14) 665,789 33位 (14) 681,532 31位 (15) 660,662 46位 (14)

522,993 96位 (18) 547,822 96位 (16) 607,950 15位 (15) 628,166 38位 (15) 598,944 56位 (16)

638,421 84位 (19) 705,096 58位 (16) 683,203 100位 (17) 715,376 55位 (17) 688,674 66位 (17)

741,195 48位 (15) 723,609 74位 (14) 601,437 38位 (12) 805,008 33位 (13) 663,753 107位 (10)

767,746 58位 (13) 798,700 61位 (16) 775,517 71位 (17) 669,307 102位 (17) 580,038 134位 (14)

417,071 141位 (22) 416,091 149位 (23) 472,820 43位 (23) 508,717 61位 (23) 457,450 122位 (22)

617,262 105位 (12) 645,431 68位 (12) 603,883 116位 (12) 607,963 118位 (13) 599,831 140位 (13)

48,636 46,449 45,377 46,468 46,481

37,011 36,050 35,363 37,245 35,602

38,910 34,800 34,122 35,808 34,946

47,734 40,242 37,958 37,707 34,954

56,239 54,178 49,405 51,275 51,765

201,725 178,980 183,660 168,824 163,145

47,204 37,088 34,939 34,960 32,330

54,100 54,764 55,808 56,880 50,927

健診受診者

健診未受診者

健診受診者

健診未受診者

484 473 549 562 578

418 416 463 481 518

66 57 86 81 60

⑦
健診・レセ

突合

3

53.4 60.1
KDB_NO.1
地域全体像の把握

医療機関受診率 45.7 46.7 48.9 45.7 53.9

受診勧奨者 52.9 53.1 58.0

医療機関非受診率 7.2 6.4 9.1 7.7 6.2

KDB_NO.3
健診・医療・介護

データからみる地域

10,575 12,185 11,675 12,962 11,575

46,727

生活習慣病対象者

一人当たり

7,279 3,682 3,432 4,101 4,948

42,182 46,965 45,811 51,178

116位

⑥

健診有無別

一人当たり

点数

健診対象者

一人当たり

1,825 955 875

⑤

費用額
（1件あたり）

1,039 1,226

71位

精神 3位 12位 28位 32位 43位

100位

心疾患 11位 13位 39位 33位 38位

脳血管疾患 10位 60位 76位 94位

腎不全 37位 60位 50位

33位

脂質異常症 3位 14位 18位 18位 15位

9位 14位 15位 13位

入院の（　）内

は在院日数

高血圧 9位 17位 28位 23位

腎不全

精神

悪性新生物

外

来

糖尿病 5位

悪性新生物 43位

入

院

糖尿病

78位

45位 51位 68位

KDB_NO.3
健診・医療・介護

データからみる地域

高血圧

脂質異常症

脳血管疾患

心疾患

筋・骨格 190,156,100 159,784,320 167,370,430 181,515,430 148,001,780

KDB_NO.3
健診・医療・介護

データからみる地域

慢性腎不全（透析あり） 70,888,300 92,393,280 85,153,820 69,733,840 64,651,650

97,826,860 85,203,010

高血圧症 118,455,840 126,187,780 112,176,080 102,463,780 89,994,320

糖尿病 86,727,110 101,340,290

1件あたり在院日数 14.2日 13.8日 13.2日 13.7日 13.7日

④

医療費分析
生活習慣病に

占める割合

最大医療資源傷病

名（調剤含む）

がん 224,668,930 257,733,280 209,494,390 256,121,890 232,033,610

95,683,570

③
医療費の

状況

一人当たり医療費

精神 168,306,660 130,391,220 117,269,960 100,709,110 100,309,320

入

院

費用の割合 42.1 43.6 42.7 43.7 42.2

件数の割合 3.8 3.8 3.8 3.8 3.6

外

来

費用の割合 57.9 56.4 57.3 56.3 57.8

件数の割合

受診率

96.2 96.2 96.4

県内174位

KDB_NO.3
健診・医療・介護

データからみる地域

の健康課題

KDB_NO.1
地域全体像の把握

同規模150位 同規模154位 同規模161位 同規模151位 同規模159位

452.146 469.86 463.039

県内171位
20,000

県内172位
22,059

県内167位
20,50719,796

県内169位
20,449

96.2 96.2

477.869 480.34

診療所数 1.0 1.0 1.1 1.2 1.2

入院患者数 17.0 17.7 17.5 18.2 17.3

外来患者数 435.2 452.1 445.5 459.7 463.0

35.7 34.0 32.6 32.3

②
医療の概況

（人口千対）

病院数 0.3 0.3 0.3

病床数 40.6 41.7 43.4 46.0 48.6

医師数 309.0 4.2 4.4 4.6 5.0

0.3 0.3

KDB_NO.1
地域全体像の把握

KDB_NO.5
被保険者の状況

65～74歳 24.2 25.3 27.7

4,675 4,960 4,932 5,109 4,923

29.8 31.7

40～64歳 39.0 38.9 38.3 37.6 36.1

7,657 7,343 6,936 6,567

加入率

2

① 国保の状況

被保険者数 7,866

309,151 313,863

④ 医療費等
要介護認定別

医療費（40歳以上）

9,905 9,388 9,551 10,276 9,651

③ 介護給付費

32.9 32.0 30.7 29.0 27.5

39歳以下 36.8

60,312 64,283

居宅サービス 39,130 39,241 38,036 36,351 38,856

施設サービス

1件当たり給付費（全体） 62,707 64,852 63,019

336,057 311,086 316,620

38.6 38.8 38.0 37.6

筋・骨格 46.4 48.3 48.7 48.7 49.4

54.4

脂質異常症 21.1 21.1 20.2 20.6 20.3

がん 7.1 8.0 9.0 9.7 10.7

脳疾患 31.9 31.6 30.2 30.0 29.8

17.0

KDB_NO.1
地域全体像の把握

新規認定者 0.4 0.2 0.3 0.3 0.3

2号認定者 0.4

18.8 17.9

高血圧症 48.4 51.4 49.6 48.4 48.1

0.3 0.3 0.3 0.3

心臓病 55.3

1

① 介護保険

1号認定者数（認定率） 14.8 14.9 15.4 16.6

② 有病状況

糖尿病 17.8 18.5 18.1

58.4 55.9 55.2

精神 34.2

項目
平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 データ元

（CSV）割合 割合 割合 割合 割合
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参考資料４ KDB システム帳票の項目説明 
項         目 説          明 データ元 

1 

① 人口構成 

総人口 

実

数 

国勢調査_人口等基本集計_H27 データ 

（単月帳票・累計帳票に関わらず） 

KDB_NO.5 

人口の状況 

KDB_NO.3 

健診・医療・介

護データから

みる地域の健

康課題 

  

65 歳以上（高齢化率） 

75 歳以上 

65～74 歳 

40～64 歳 割

合 
各年齢階級別人口÷総人口×100 

39 歳以下 

② 産業構成 

第 1 次産業 構

成

割

合 

総務省_市町村別決算概況_H27_国勢調査ベース 

（単月帳票・累計帳票に関わらず） 

KDB_NO.3 
健診・医療・介

護データから

みる地域の健

康課題 

第 2 次産業 

第 3 次産業 

③ 平均寿命 
男性 厚労省_市区町村別生命表_H27 年データ 

（単月帳票・累計帳票に関わらず） KDB_NO.1 
地域全体像の

把握 

女性 

④ 健康寿命 
男性 市区町村別生命表より、下記式にて算出 

0 歳平均余命-65～69 歳平均余命-（1-介護認定者数÷40

歳以上の人口）×65～69 歳定常人口÷65 歳生存数 女性 

2 

① 死亡の状況 

標準化死亡比

（SMR） 

男性 厚労省_人口動態 保健所市区町村別統計の概況 

（H20～24 データ） 

KDB_NO.1 
地域全体像の

把握 

女性 

死
因 

がん 
実

数 

国勢調査_人口動態統計_H27 データ 

（単月帳票・累計帳票に関わらず） 
心臓病 

脳疾患 

糖尿病 
割

合 

死因別死亡者数÷左記 6 つの起因による死亡者合計

×100 
腎不全 

自殺 

② 
早世予防から

みた死亡 
（65 歳未満） 

合計 

  厚労省 HP 
人口動態調査   

男性 

女性 

3 

① 介護保険 

1 号認定者数（認定率） 
実

数 

①1 号：介護保険受給者台帳のうち、介護認定者 

②2 号：40～64 歳以上の介護認定者 

③新規：1 号のうち新規に介護認定を受けた者 

（累計帳票においては年度内直近月の認定者数） 

KDB_NO.1 
地域全体像の

把握 

  新規認定者 

2 号認定者 
割

合 

①1 号認定者数÷65 歳以上人口×100 

②2 号認定者数÷40～64 歳人口×100 

③新規認定者数÷65 歳以上人口×100 

（累計帳票における認定者数及び人口は、年度内を合

計したもので算出される） 

② 有病状況 

糖尿病 

実

数 

介護認定者かつ条件を満たすレセプトを持つ介護認

定者の集計 

（累計帳票においては年度内直近月の有病者数） 

高血圧症 

脂質異常症 

心臓病 

脳疾患 

割

合 

条件を満たすレセプトを持つ介護認定者÷介護認定

者×100 

がん 

筋・骨格 

精神 

③ 介護給付費 

1 件当たり給付費（全体） 全体：介護給付費の合算÷介護レセプト件数 

居宅：居宅サービスの介護給付費の合算÷居宅サービスの

介護レセプト件数 

施設：施設サービスの介護給付費の合算÷施設サービスの

介護レセプト件数 

  

居宅サービス 

施設サービス 

④ 医療費等 
要介護認定別 

医療費 
（40 歳以上） 

認定あり 認定あり：介護受給者の医科レセプト総点数×10÷介護受

給者の医科レセプト数 

認定なし：介護受給者以外の医科レセプト総点数×10÷介

護受給者以外の医科レセプト数 
認定なし 
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項        目 説          明 データ元 

4 

① 国保の状況 

被保険者数 
実数 

被保険者マスタより、年齢階級別の被保険者数 

（累計帳票においては年度内直近月の被保険者数） KDB_NO.1 
地域全体像の

把握 

KDB_NO.5 

被保険者の状

況 

  

65～74 歳 

40～64 歳 
割合 

年齢階級別被保険者数÷被保険者数×100 

（累計帳票における被保険者数は、年度内を合計した

もので算出される） 39 歳以下 

加入率 被保険者数÷74 歳以下人口×100 

② 
医療の概況 

（人口千対） 

病院数 

実数 

厚労省_医療施設（動態）調査、医師・歯科医師・薬

剤師調査 

（病院・診療所数・病床数については、H27 データ。 

 医師数については H24 データ） KDB_NO.1 
地域全体像の

把握 

KDB_NO.5 

被保険者の状

況 

診療所数 

病床数 

医師数 割合 

各項目÷被保険者数×1,000 

（累計帳票では、被保険者数は年度内直近月の数で算

出される） 

外来患者数 外来：外来レセプト件数÷被保険者数×1,000 

入院：入院レセプト件数÷被保険者数×1,000 

（累計帳票における被保険者数は、年度内を合計したもので

算出される） 
入院患者数 

③ 
医療費の 

状況 

一人当たり医療費 

レセプト総点数×10÷被保険者数 

（累計帳票における被保険者数は、年度内を合計したもので

算出される） 

KDB_NO.3 
健診・医療・介

護データから

みる地域の健

康課題 

KDB_NO.1 

地域全体像の

把握 

受診率 

レセプト件数×10÷被保険者数 

（累計帳票における被保険者数は、年度内を合計したもので

算出される） 

外
来 

費用の割合 外来レセプト総点数×10÷医科レセプト総点数 

件数の割合 外来レセプト総件数÷医科レセプト総件数 

入
院 

費用の割合 入院レセプト総点数×10÷医科レセプト総点数 

件数の割合 入院レセプト総件数÷医科レセプト総件数 

1 件あたり在院日数 入院レセプト診療実日数合計÷入院レセプト総件数 

④ 

医療費分析 
生活習慣病に 

占める割合 

 

最大医療資源傷病

名（調剤含む） 

がん 

レセプト記載の傷病名と摘要から、レセプト内で金額が最も

高いと算出した傷病名が左記疾患に該当した場合、その額を

合計した費用額と、全体に占める割合が算出される 

KDB_NO.3 
健診・医療・介

護データから

みる地域 

慢性腎不全（透析あり） 

糖尿病 

高血圧症 

精神 

筋・骨格 

⑤ 

費用額 
（1 件あたり） 

 

県内順位 

順位総数 

 
入院の（ ）内は

在院日数 

 

入
院
・
外
来 

糖尿病 

■入院 

該当病名と判定した入院レセプトの決定点数合計÷該当病名

と判定した入院レセプト件数（）内は、1 件当たり在院日数 

 

■外来 

該当病名と判定した外来レセプトの決定点数合計÷該当病名

と判定した外来レセプト件数 

KDB_NO.3
健診・医療・介

護データから

みる地域 

高血圧 

脂質異常症 

脳血管疾患 

心疾患 

腎不全 

精神 

悪性新生物 

⑥ 
健診有無別 

一人当たり 

点数 

健診対象者 

一人当たり 

健診受診者 
健診受診者かつ生活習慣病対象者の決定点数×10÷健診対

象者 

KDB_NO.3 
健診・医療・介

護データから

みる地域 

健診未受診者 
健診未受診者かつ生活習慣病対象者の決定点数×10÷健診

対象者 

生活習慣病

対象者 

一人当たり 

健診受診者 
健診受診者かつ生活習慣病対象者の決定点数×10÷生活習

慣病対象者 

健診未受診者 
健診未受診者かつ生活習慣病対象者の決定点数×10÷生活

習慣病対象者 

⑦ 
健診・レセ 

突合 

受診勧奨者 

実数：血圧・血糖・脂質・肝機能・貧血検査において 1 項目

でも受診勧奨判定値以上の者。 

割合：受診勧奨者÷健診受診者 
KDB_NO.1 
地域全体像の

把握 
  

医療機関受診率 
実数：受診勧奨者かつレセプトが存在する者 

割合：受診勧奨者かつレセプトが存在する者÷健診受診者 

医療機関非受診率 
実数：受診勧奨者かつレセプトが存在しない者 

割合：受診勧奨者かつレセプトが存在しない者÷健診受診者 
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項        目 説           明 データ元 

5 

① 

特定健診の 

状況 

  

県内順位 

順位総数 

  

健診受診者 健診受診者数 

KDB_NO.

3 
健診・医

療・介護デ

ータからみ

る地域の健

康課題 
KDB_NO.

1 
地域全体像

の把握 

② 
 

受診率 健診受診者÷健診対象者×100 

③ 
特定保健指導終了者（実

施率） 
特定保健指導終了者÷（動機付け支援対象者+積極的支援対象者）

×100 

④ 非肥満高血糖 

実数：腹囲が基準値以内かつ問診情報より服薬なしの者で、下記の

いずれに該当する者 

①空腹時血糖 110 以上 

②HbA1c 5.5 以上（H24 年度） 6.0 以上（H25 年度以降）割合 

：上記に該当する者÷健診受診者数×100 

⑤ 

メタボ 

該当者 
実数 メタボリックシンドローム該当者数（合計、男女別） 

 男性 

 女性 割合 メタボリックシンドローム該当者数÷健診受診者数×100 

⑥ 

予備群 
実数 メタボリックシンドローム予備群（合計、男女別） 

 男性 

 女性 割合 メタボリックシンドローム予備群÷健診受診者数×100 

⑦ 

メ
タ
ボ
該
当
・
予
備
群
レ
ベ
ル 

腹囲 

総数 
実数 腹囲の基準を超えた受診者数（合計、男女別） 

⑧  男性 

⑨  女性 割合 腹囲の基準を超えた受診者数÷健診受診者数×100 

⑩ 

BMI 

総数 
実数 

腹囲の基準を超えていないかつ BMI の基準を超えた受診者

数（合計、男女別） ⑪  男性 

⑫  女性 割合 
腹囲の基準を超えていないかつ BMI の基準を超えた受診者

数÷健診受診者数×100 

⑬ 血糖のみ 

実数 

■血糖リスクのみ保有している受診者数（下記いずれかを

満たす者） 

 ①空腹時血糖 110 以上 ②HbA1c 5.5 以上（H24 年度） 

6.0 以上（H25 年度以降）③問診で糖尿病の服薬ありと回

答 

■血圧リスクのみ保有している受診者数（下記いずれかを

満たす者） 

 ①収縮期血圧 130以上 ②拡張期血圧 85以上 ③問

診で高血圧の服薬ありと回答 

■脂質リスクのみ保有している受診者数（下記いずれかを

満たす者） 

①中性脂肪 150以上 ②HDL 40未満 ③問診で脂質

異常症の服薬ありと回答 

⑭ 血圧のみ 

⑮ 脂質のみ 

割合 上記の者÷健診受診者数×100 

⑯ 血糖・血圧 

実数 

■血糖・血圧リスクありかつ脂質リスクなしの受診者数 

■血糖・脂質リスクありかつ血圧リスクなしの受診者数 

■血圧・脂質リスクありかつ血糖リスクなしの受診者数 

■血圧・脂質・血糖全てのリスクがある受診者数 

⑰ 血糖・脂質 

⑱ 血圧・脂質 

⑲ 血糖・血圧・脂質 割合 実数÷健診受診者数×100 

6 

① 

生活習慣の 

状況 

服
薬 

高血圧・糖尿病・脂質異常

症 

実数：質問票の各項目該当件数÷質問票の各項目回答件数

×100 

KDB_NO.

1 
地域全体像

の把握 

② 
既
往
歴 

脳卒中（脳出血・脳梗塞等）、心

臓病（狭心症・心筋梗塞等）、腎

不全、貧血 

③ 喫煙 

④ 週 3 回以上 

朝食を抜く・食後間食・就寝前夕

食 

⑤ 

⑥ 

⑦ 食べる速度が速い 

⑧ 20 歳時体重から 10kg 以上増加 

⑨ 1 回 30 分以上運動習慣なし 

⑩ 1 日 1 時間以上運動なし 

⑪ 睡眠不足 

⑫ 
毎日飲酒・時々飲酒 

⑬ 

⑭ 一日飲酒量 
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参考資料５ 医療費分析の経年比較 

 

（1）総医療費   

                     KDB「同規模保険者比較」より 

項目 

総医療費（円） 

全体 入院 入院外 

費用額 増減 費用額 増減 費用額 増減 

H24年度 1,849,189,420 - 778,452,800 - 1,070,736,620 - 

H25年度 1,871,172,550 21,983,130 815,118,340 36,665,540 1,056,054,210 -14,682,410 

H26年度 1,768,078,350 -81,111,070 755,755,480 -22,697,320 1,012,322,870 -58,413,750 

H27年度 1,850,898,850 1,709,430 808,036,410 29,583,610 1,042,862,440 -27,874,180 

H28年度 1,605,878,750 -243,310,670 676,953,900 -101,498,900 928,924,850 -141,811,770 

翌年度 5 月にデータ抽出し、増減は平成 24 年度と比較した値 

 

（2）一人当たり医療費 

 

 項目 
一人当たり医療費（円） 伸び率（％） 

全体 入院 入院外 全体 入院 入院外 

H24年度 

中標津町 19,797 8,334 11,463 

 
同規模 22,586 9,358 13,228 

北海道 25,470 11,490 13,980 

国 21,550 8,830 12,720 

H25年度 

中標津町 20,449 8,908 11,541 103.3％ 106.9％ 100.7％ 

同規模 23,686 9,740 13,946 104.9％ 104.1％ 105.4％ 

北海道 26,580 11,890 14,690 104.4％ 103.5％ 105.1％ 

国 22,780 9,230 13,550 105.7％ 104.5％ 106.5％ 

H26年度 

中標津町 20,000 8,549 11,451 101.0％ 102.6％ 99.9％ 

同規模 24,283 9,960 14,323 107.5％ 106.4％ 108.3％ 

北海道 26,650 11,880 14,770 104.6％ 103.4％ 105.7％ 

国 23,290 9,380 13,910 108.1％ 106.2％ 109.4％ 

H27年度 

中標津町 22,059 9,630 12,429 111.4％ 115.6％ 108.4％ 

同規模 25,628 10,214 15,414 113.5％ 109.1％ 116.5％ 

北海道 27,830 12,280 15,550 109.3％ 106.9％ 111.2％ 

国 24,450 9,580 14,870 113.5％ 108.5％ 116.9％ 

H28年度 

中標津町 20,508 8,645 11,863 103.6％ 103.7％ 103.5％ 

同規模 25,638 10,475 15,163 113.5％ 111.9％ 114.6％ 

北海道 27,780 12,440 15,340 109.1％ 108.3％ 109.7％ 

国 24,250 9,670 14,580 112.5％ 109.5％ 114.6％ 
翌年度 5 月にデータ抽出し、伸び率は平成 24 年度と比較した値 
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参考資料６ 疾病の発生状況の経年変化（1） 

 

疾病の発生状況 

疾患 

虚血性心疾患 

患者数 

（人） 

増減 

（人） 

伸び率 

（％） 

入院医療費（円） 

狭心症 
 

心筋梗塞 
 

伸び率（％） 同規模平均 伸び率（％） 同規模平均 

H24年度 184 - - 23,667,540 - 30,496,650 3,741,620 - 5,551,420 

H25年度 172 -12 0.93 25,348,080 1.07 34,084,380 3,631,280 0.97 6,215,980 

H26年度 158 -26 0.86 21,457,340 0.91 28,123,110 5,106,880 1.36 7,450,620 

H27年度 161 -23 0.88 34,806,240 1.47 28,711,590 6,827,010 1.82 8,040,980 

H28年度 155 -29 0.84 33,048,290 1.40 26,803,340 7,789,360 2.08 8114,580 

※患者数は KDB「厚生労働省 様式 3-5」の年度平均数（各月の患者数を足して 12 で割った数）を記載 

※入院医療費は KDB「医療費分析（1）細小分類」の年度累計を記載 

 

疾患 

脳血管疾患 

患者数 

（人） 

増減 

（人） 

伸び率 

（％） 

入院医療費（円） 

脳梗塞 
 

脳出血 
 

伸び率（％） 同規模平均 伸び率（％） 同規模平均 

H24年度 284 - - 23,981,150 - 30,982,930 11,839,260 - 15,608,600 

H25年度 276 -8 0.97 24,290,650 1.01 30,914,210 12,081,020 1.02 16,901,810 

H26年度 262 -22 0.92 22,079,460 0.92 31,613,500 12,554,490 1.06 16,997,160 

H27年度 264 -20 0.93 32,343,780 1.35 29,229,070 14,694,490 1.24 14,264,430 

H28年度 231 -53 0.81 31,617,560 1.32 28,575,920 16,248,300 1.37 14,935,720 

 

疾患 

脳血管疾患 

入院医療費（円） 

くも膜下出血 
 

伸び率（％） 同規模平均 

H24年度 948,007,420 - 5,609,510 

H25年度 754,926,780 0.80 4,440,770 

H26年度 821,194,250 0.87 4,830,560 

H27年度 896,294,950 0.95 5,465,190 

H28年度 1,007,149,610 1.06 6,141,200 

※患者数は KDB「厚生労働省 様式 3-6」の年度平均数（各月の患者数を足して 12 で割った数）を記載 

※入院医療費は KDB「医療費分析（1）細小分類」の年度累計を記載 
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参考資料７ 疾病の発生状況の経年変化（2） 

 
共通する基礎疾患 

 

疾患 

糖尿病 

患者数 

（人） 

増減 

（人） 

伸び率 

（％） 

新規患者数（千人当たり） 

保険者（人） 同規模（人） 

H24年度    8.608 13.852 

H25年度 308 4 1.01 9.900 14.071 

H26年度 289 -15 0.95 10.272 14.144 

H27年度 296 -8 0.97 9.505 14.275 

H28年度 292 -12 0.96 9.711 14.328 

※患者数は KDB「厚生労働省 様式 3-2」の年度平均数（各月の患者数を足して 12 で割った数）を記載 

※新規患者数（千人当たり）は KDB「医療費分析（1）細小分類」の年度累計を記載 

 

 

疾患 

高血圧 

患者数 

（人） 

増減 

（人） 

伸び率 

（％） 

新規患者数（千人当たり） 

保険者（人） 同規模（人） 

H24年度    12.421 140.090 

H25年度 748 27 1.04 11.710 14.025 

H26年度 726 5 1.01 12.497 13.618 

H27年度 710 -11 0.98 12.704 13.632 

H28年度 664 -57 0.92 11.779 13.584 

※患者数は KDB「厚生労働省 様式 3-3」の年度平均数（各月の患者数を足して 12 で割った数）を記載 

※新規患者数（千人当たり）は KDB「医療費分析（1）細小分類」の年度累計を記載 

 

 

疾患 

脂質異常症 

患者数 

（人） 

増減 

（人） 

伸び率 

（％） 

新規患者数（千人当たり） 

保険者（人） 同規模（人） 

H24年度    8.489 12.780 

H25年度 818 18 1.02 8.819 12.801 

H26年度 821 21 1.03 9.510 12.390 

H27年度 818 18 1.02 8.783 12.554 

H28年度 787 -13 0.98 9.336 12.207 

※患者数は KDB「厚生労働省 様式 3-4」の年度平均数（各月の患者数を足して 12 で割った数）を記載 

※新規患者数（千人当たり）は KDB「医療費分析（1）細小分類」の年度累計を記載 
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参考資料８ 有所見割合の経年変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：KDB厚生労働省様式 6-2～6-7 

 

参考資料９ メタボリック該当者・予備群の経年変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：KDB厚生労働省様式 6-8 

 

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合

合計 138 33.1% 199 47.7% 73 17.5% 91 21.8% 32 7.7% 125 30.0% 195 46.8% 70 16.8% 166 39.8% 96 23.0% 221 53.0% 2 0.5%
40-64 91 37.1% 114 46.5% 51 20.8% 67 27.3% 18 7.3% 61 24.9% 112 45.7% 48 19.6% 80 32.7% 54 22.0% 143 58.4% 0 0.0%
65-74 47 27.3% 85 49.4% 22 12.8% 24 14.0% 14 8.1% 64 37.2% 83 48.3% 22 12.8% 86 50.0% 42 24.4% 78 45.3% 2 1.2%
合計 147 35.4% 196 47.2% 77 18.6% 82 19.8% 30 7.2% 123 29.6% 202 48.7% 58 14.0% 165 39.8% 95 22.9% 213 51.3% 1 0.2%

40-64 96 38.6% 119 47.8% 53 21.3% 53 21.3% 17 6.8% 67 26.9% 113 45.4% 37 14.9% 71 28.5% 55 22.1% 136 54.6% 1 0.4%
65-74 51 30.7% 77 46.4% 24 14.5% 29 17.5% 13 7.8% 56 33.7% 89 53.6% 21 122.7% 94 56.6% 40 24.1% 77 46.4% 0 0.0%
合計 154 34.9% 202 45.8% 85 19.3% 110 24.9% 23 5.2% 149 33.8% 201 45.6% 64 14.5% 196 44.4% 117 26.5% 235 53.3% 1 0.2%

40-64 93 38.0% 118 48.2% 60 24.5% 73 29.8% 15 6.1% 72 29.4% 113 46.1% 33 13.5% 83 33.9% 64 26.1% 140 57.1% 1 0.4%
65-74 61 31.1% 84 42.9% 25 12.8% 37 18.9% 8 4.1% 77 39.3% 88 44.9% 31 15.8% 113 57.7% 53 27.0% 95 48.5% 0 0.0%
合計 164 34.8% 212 45.0% 84 17.8% 87 18.5% 30 6.4% 149 31.6% 222 47.1% 65 13.8% 183 38.9% 98 20.8% 246 52.2% 4 0.8%

40-64 92 35.9% 114 44.5% 51 19.9% 57 22.3% 16 6.3% 57 22.3% 121 47.3% 35 13.7% 78 30.5% 50 19.5% 145 56.6% 0 0.0%
65-74 72 33.5% 98 45.6% 33 15.3% 30 14.0% 14 6.5% 92 42.8% 101 47.0% 30 14.0% 105 48.8% 48 22.3% 101 47.0% 4 1.9%
合計 152 36.1% 219 52.0% 100 23.8% 98 23.3% 24 5.7% 162 38.5% 205 48.7% 72 17.1% 176 41.8% 121 28.7% 251 59.6% 7 1.7%

40-64 79 38.5% 108 52.7% 54 26.3% 55 26.8% 17 8.3% 62 30.2% 96 46.8% 37 18.0% 74 36.1% 57 27.8% 133 64.9% 2 1.0%
65-74 73 33.8% 111 51.4% 46 21.3% 43 19.9% 7 3.2% 100 46.3% 109 50.5% 35 16.2% 102 47.2% 64 29.6% 118 54.6% 5 2.3%

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合

合計 106 21.3% 77 15.5% 46 9.2% 45 9.0% 7 1.4% 82 16.5% 228 45.8% 5 1.0% 143 28.7% 43 8.6% 291 58.4% 0 0.0%

40-64 52 17.8% 37 12.7% 21 7.2% 22 7.5% 4 1.4% 34 11.6% 120 41.1% 3 1.0% 51 17.5% 26 8.9% 167 57.2% 0 0.0%

65-74 54 26.2% 40 19.4% 25 12.1% 23 11.2% 3 1.5% 48 23.3% 108 52.4% 2 1.0% 92 44.7% 17 8.3% 124 60.2% 0 0.0%

合計 112 23.5% 59 12.4% 46 9.7% 37 7.8% 9 1.9% 70 14.7% 200 42.0% 4 0.8% 140 29.4% 43 9.0% 295 62% 0 0.0%

40-64 68 23.7% 36 12.5% 20 7.0% 29 10.1% 4 1.4% 32 11.1% 111 38.7% 2 0.7% 61 21.3% 25 8.7% 171 60% 0 0.0%

65-74 44 23.3% 23 12.2% 26 13.8% 8 4.2% 5 2.6% 38 20.1% 89 47.1% 2 1.1% 79 41.8% 18 9.5% 124 66% 0 0.0%

合計 116 22.9% 73 14.4% 53 10.5% 39 7.7% 9 1.8% 73 14.4% 185 36.6% 3 0.6% 163 32.2% 54 10.7% 315 62.3% 0 0.0%

40-64 71 24.1% 41 13.9% 29 9.9% 22 7.5% 3 1.0% 34 11.6% 100 34.0% 1 0.3% 72 24.5% 25 8.5% 169 57.5% 0 0.0%

65-74 45 21.2% 32 15.1% 24 11.3% 17 8.0% 6 2.8% 39 18.4% 85 40.1% 2 0.9% 91 42.9% 29 13.7% 146 68.9% 0 0.0%

合計 127 21.9% 71 12.2% 67 11.5% 52 9.0% 9 1.5% 93 16.0% 230 39.6% 8 1.4% 191 32.9% 65 11.2% 344 59.2% 2 0.3%

40-64 78 23.4% 39 11.7% 29 8.7% 38 11.4% 3 0.9% 43 12.9% 127 38.1% 1 0.3% 78 23.4% 32 9.6% 191 57.4% 1 0.3%

65-74 49 19..8% 32 12.9% 38 15.3% 14 5.6% 6 2.4% 50 20.2% 103 41.5% 7 2.8% 113 45.6% 33 13.3% 153 61.7% 1 0.4%

合計 124 23.0% 83 15.4% 64 11.9% 65 12.0% 12 2.2% 81 15.0% 191 35.4% 6 1.1% 180 33.3% 69 12.8% 340 63.0% 0 0.0%

40-64 72 24.7% 49 16.8% 29 9.9% 40 13.7% 5 1.7% 35 12.0% 91 31.2% 5 1.7% 70 24.0% 28 9.6% 180 61.6% 0 0.0%

65-74 52 21.0% 34 13.7% 35 14.1% 25 10.1% 7 2.8% 46 18.5% 100 40.3% 1 0.4% 110 44.4% 41 16.5% 160 64.5% 0 0.0%

ｸﾚｱﾁﾆﾝ

1.3以上

ｸﾚｱﾁﾆﾝ

1.3以上85以上 120以上

H26年度

H27年度

H28年度

LDL-C

25以上 90以上 150以上 31以上 40未満 100以上 5.6以上 7.0以上 130以上

拡張期血圧

5.6以上 7.0以上 130以上

H26年度

H27年度

H28年度

HDL-C 空腹時血糖 HbA1c

H25年度

HDL-C 空腹時血糖 HbA1c

H25年度

H24年度

H24年度

男性

BMI

120以上

女性

BMI 腹囲 中性脂肪 GPT

尿酸 収縮期血圧 拡張期血圧 LDL-C

25以上 85以上 150以上 31以上 40未満 100以上

腹囲 中性脂肪 GPT

85以上

尿酸 収縮期血圧

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合

合計 417 19.8% 51 12.2% 68 16.3% 6 1.4% 44 10.6% 18 4.3% 80 19.2% 25 6.0% 4 1.0% 35 8.4% 16 3.8%
40-64 245 18.9% 37 15.1% 38 15.5% 3 1.2% 22 9.0% 13 5.3% 39 15.9% 8 3.3% 3 1.2% 18 7.3% 10 4.1%
65-74 172 21.2% 14 8.1% 30 17.4% 3 1.7% 22 12.8% 5 2.9% 41 23.8% 17 9.9% 1 0.6% 17 9.9% 6 3.5%
合計 415 20.0% 40 9.6% 70 16.9% 3 0.7% 50 12.0% 17 4.1% 86 20.7% 12 2.9% 6 1.4% 47 11.3% 21 5.1%

40-64 249 20.0% 34 13.7% 37 14.9% 2 0.8% 23 9.2% 12 4.8% 48 19.3% 5 2.0% 6 2.4% 25 10.0% 12 4.8%
65-74 166 20.0% 6 3.6% 33 19.9% 1 0.6% 27 16.3% 5 3.0% 38 22.9% 7 4.2% 0 0.0% 22 13.3% 9 5.4%
合計 441 21.9% 38 8.6% 79 17.9% 6 1.4% 55 12.5% 18 4.1% 85 19.3% 21 4.8% 8 1.8% 38 8.6% 18 4.1%

40-64 245 21.3% 29 11.8% 41 16.7% 4 1.6% 23 9.4% 14 5.7% 48 19.6% 10 4.1% 6 2.4% 22 9.0% 10 4.1%
65-74 196 22.8% 9 4.6% 38 19.4% 2 1.0% 32 16.3% 4 2.0% 37 18.9% 11 5.6% 2 1.0% 16 8.2% 8 4.1%
合計 471 24.4% 53 11.3% 84 17.8% 4 0.8% 61 13.0% 19 4.0% 75 15.9% 16 3.4% 9 1.9% 35 7.4% 15 3.2%

40-64 256 24.5% 43 16.8% 38 14.8% 2 0.8% 22 8.6% 14 5.5% 33 12.9% 4 1.6% 4 1.6% 17 6.6% 8 3.1%
65-74 215 24.2% 10 4.7% 46 21.4% 2 0.9% 39 18.1% 5 2.3% 42 19.5% 12 5.6% 5 2.3% 18 8.4% 7 3.3%
合計 421 23.2% 49 11.6% 68 16.2% 4 1.0% 48 11.4% 16 3.8% 102 24.2% 22 5.2% 8 1.9% 44 10.5% 28 6.7%

40-64 205 21.6% 28 13.7% 33 16.1% 3 1.5% 19 9.3% 11 5.4% 47 22.9% 10 4.9% 6 2.9% 24 11.7% 7 3.4%
65-74 216 24.8% 21 9.7% 35 16.2% 1 0.5% 29 13.4% 5 2.3% 55 25.5% 12 5.6% 2 0.9% 20 9.3% 21 9.7%

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合

合計 498 19.6% 22 4.4% 30 6.0% 3 0.6% 20 4.0% 7 1.4% 25 5.0% 2 0.4% 0 0.0% 17 3.4% 6 1.2%
40-64 292 19.1% 16 5.5% 11 3.8% 2 0.7% 6 2.1% 3 1.0% 10 3.4% 1 0.3% 0 0.0% 7 2.4% 2 0.7%
65-74 206 20.3% 6 2.9% 19 9.2% 1 0.5% 14 6.8% 4 1.9% 15 7.3% 1 0.5% 0 0.0% 10 4.9% 4 1.9%
合計 476 19.2% 23 4.8% 19 4.0% 1 0.2% 13 2.7% 5 1.1% 17 3.6% 2 0.4% 0 0.0% 13 2.7% 2 0.4%

40-64 287 19.8% 19 6.6% 10 3.5% 1 0.3% 5 1.7% 4 1.4% 7 2.4% 0 0.0% 0 0.0% 7 2.4% 0 0.0%
65-74 189 18.4% 4 2.1% 9 4.8% 0 0.0% 8 4.2% 1 0.5% 10 5.3% 2 1.1% 0 0.0% 6 3.2% 2 1.1%
合計 506 20.8% 18 3.6% 35 6.9% 1 0.2% 29 5.7% 5 1.0% 20 4.0% 2 0.4% 0 0.0% 15 3.0% 3 0.6%

40-64 294 21.5% 13 4.4% 21 7.1% 1 0.3% 17 5.8% 3 1.0% 7 2.4% 1 0.3% 0 0.0% 5 1.7% 1 0.3%
65-74 212 19.9% 5 2.4% 14 6.6% 0 0.0% 12 5.7% 2 0.9% 13 6.1% 1 0.5% 0 0.0% 10 4.7% 2 0.9%
合計 581 24.8% 20 3.4% 28 4.8% 1 0.2% 21 3.6% 6 1.0% 23 4.0% 1 0.2% 0 0.0% 15 2.6% 7 1.2%

40-64 333 26.1% 13 3.9% 17 5.1% 1 0.3% 12 3.6% 4 1.2% 9 2.7% 0 0.0% 0 0.0% 6 1.8% 3 0.9%
65-74 248 23.2% 7 2.8% 11 4.4% 0 0.0% 9 3.6% 2 0.8% 14 5.6% 1 0.4% 0 0.0% 9 3.6% 4 1.6%
合計 540 24.2% 24 4.4% 31 5.7% 4 0.7% 22 4.1% 5 0.9% 28 5.2% 7 1.3% 0 0.0% 11 2.0% 10 1.9%

40-64 292 25.5% 15 5.1% 18 6.2% 3 1.0% 10 3.4% 5 1.7% 16 5.5% 6 6.0% 0 0.0% 6 2.1% 4 1.4%
65-74 248 22.8% 9 3.6% 13 5.2% 1 0.4% 12 4.8% 0 0.0% 12 4.8% 1 1.0% 0 0.0% 5 2.0% 6 2.4%

H24年度

H25年度

H26年度

H27年度

H28年度

高血糖 高血圧 脂質異常症 血糖＋血圧 血糖＋脂質 血圧＋脂質 3項目全て女性
健診受診者 腹囲のみ 予備群 該当者

H24年度

H25年度

H26年度

H27年度

H28年度

高血糖 高血圧 脂質異常症 血糖＋血圧 血糖＋脂質 血圧＋脂質 3項目全て男性
健診受診者 腹囲のみ 予備群 該当者
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考資料１０ 質問票調査の経年変化       

               （単位：％） 

項目 喫
煙 

週
三
回
以
上
朝
食
を
抜
く 

週
三
回
以
上
夕
食
後
に
間
食 

週
三
回
以
上
就
寝
前
夕
食 

食
べ
る
速
度
が
速
い 

二
十
歳
時
体
重
か
ら
十
㎏
以
上
増
加 

一
回
三
十
分
以
上
運
動
習
慣
な
し 

一
日
一
時
間
以
上
運
動
な
し 

睡
眠
不
足 

毎
日
飲
酒 

時
々
飲
酒 

H24年度 20 10.8 17.5 21.6 28.6 30.3 68.5 52.2 29.6 21.2 25.7 

H25年度 20.7 11.8 18.2 21.1 29.8 30.8 66.2 50.9 28.9 21.2 25.1 

H26年度 20.8 12.2 16 21.4 27.9 30.2 66.2 54 28.5 20 27 

H27年度 20.7 12.2 17 21.7 29.5 30.4 68.4 52.6 28.7 18.7 29.5 

H28年度 19.3 11.5 17.2 20.7 28.4 30.9 70.2 59.5 29.7 19.6 26.9 

出典：KDB_No.22 質問票項目集計集 KDB（CSV） 

 

参考資料１１ 特定健診受診率、特定保健指導実施率、受診勧奨者経年変化 

 

項目 

特定健診 特定保健指導 受診勧奨者※2 

対象者数 

（人） 

受診者数 

（人） 

受診率 

（％） 

同規模の

順位※1

（位） 

対象者数 

（人） 

終了者数 

（人） 

実施率 

（％） 

医療機関受診率（％） 

中標津町 同規模平均 

H24年度 4,631 909 19.6 163 104 13 12.5 45.7 56.9 

H25年度 4,518 888 19.7 163 92 23 25.0 46.7 51.5 

H26年度 4,415 945 21.4 166 121 14 11.6 48.9 51.4 

H27年度 4,263 1,051 24.7 157 126 26 20.6 45.7 52.7 

H28年度 4,049 960 23.7 158 121 21 17.4 53.9 52.1 

出典：法定報告値 

※1 KDB_No.3「健診・医療・介護データからみる地域の健康課題」 

※2 KDB_No.1「地域全体像の把握」 
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用    語 解          説 

特定健診（特定健康診査） 

40 歳から 74 歳の国保被保険者を対象として、糖尿病や高脂血症などの生活

習慣病の発症や重症化を予防することを目的として、メタボリックシンドローム

に着目した検査項目による健康診査。厚生労働省により平成 20 年 4 月から国保

等の保険者に実施が義務付けられている。 

レセプト 患者が受けた診療について、医療機関が保険者に請求する医療費の明細書。 

国保データベース（KDB）シス

テム 

国民健康保険団体連合会が管理する「特定健診・特定保健指導」「医療レセプ

ト」「介護保険」等に係る情報を利活用し、統計情報等を保険者向けに提供する

ことで、保険者の効率的かつ効果的な保健事業の実施をサポートすることを目的

として構築されたシステム。 

インセンティブ 業務の成果や実績に応じて奨励金などを変化させること。 

保険者努力支援制度 医療費の適正化に向けた取組等に対する自治体のための支援制度。 

ポピュレーションアプローチ 
多くの人々が少しずつリスクを軽減することで、集団全体としては多大な恩恵

をもたらすことに着目し、集団全体を良い方向にシフトさせること。 

PDCA サイクル 
事業活動における生産管理や品質管理などの管理業務を円滑に進める手法の１

つ。Plan（計画）→Do（実行）→Check（評価）→Act（改善）の 4 段階を繰

り返すことによって、業務を継続的に改善する。 

生活習慣病 
糖尿病、循環器疾患（脳血管疾患・心疾患など）及びがんなどが代表的なもの

で、食生活、運動、休養、喫煙及び飲酒など日常生活習慣の在り方が心身の健康

状態を悪化することに大きく影響し発症する疾病のこと。 

健康寿命 
日常的に介護を必要としないで、自立した生活ができる生存期間のこと。平均

寿命から介護（自立した生活ができない）年数を引いた数が健康寿命になる。 

健康格差 
疾病、障がいの有無、健康への関心の有無、経済的要因など、性差・年齢差以

上の健康に影響を及ぼす要因により生じる健康状態の差。 

メタボリックシンドローム 

（内臓脂肪型肥満） 

内臓脂肪肥満に加えて、高血糖、高血圧、脂質異常のうちいずれか 2 つ以上あ

わせもった状態。リスクが重複すると、動脈硬化が急速に進行し、心筋梗塞や脳

梗塞などの要因となる。 

メタボリックシンドローム該当者：内臓脂肪の蓄積（腹囲測定等）に加え、血

中脂質、血圧、血糖の基準のうち、2 つ以上に該当する者 

メタボリックシンドローム予備群：内臓脂肪の蓄積（腹囲測定等）に加え、血

中脂質、血圧、血糖の基準のうち、1 つに該当する者 

脂質異常症 

血液中に含まれる脂質が過剰、もしくは不足している状態を指し、平成 19 年

7 月に高脂血症から脂質異常症に改名された。診断基準による分類は、高  コ

レステロール血症、高 LDL コレステロール血症、低 HDL コレステロール血症、

高トリグリセリド血症といった種類がある。 

脳血管疾患 

頭蓋内の血管（血流）に異常が発生し、出血による炎症・圧排または虚血によ

る脳組織の障害により発症する疾患の総称。脳の血管が破れて出血する脳出血、

くも膜下に出血するくも膜下出血、脳の血管が詰まる脳梗塞に大別され、もやも

や病や慢性硬膜下血腫などもこれに分類される。 

虚血性心疾患 

心臓を動かしている筋肉である心筋への血液の流れが低下、または遮断され心

臓に障害が起こる疾患の総称。主な疾患は、狭心症と心筋梗塞で冠動脈（心筋に

酸素・栄養を送る血管）が動脈硬化で狭くなったり、詰まったりすることが、原

因といわれている。 

糖尿病性腎症 

糖尿病の合併症の一つで、糖尿病によって腎臓の糸球体が細小血管障害のため

硬化して数を減じていく病気。インスリンによる血糖制限ができず生体が高濃度

のグルコースにさらされるとたんぱく質修飾のために糖毒性が生じ、これが長く

続くと微小血管障害によって糖尿病性腎症を発症する。 

慢性閉塞性肺疾患（COPD） 
長期にわたり有毒な粒子やガスの吸入が原因となり、肺に炎症がおき、呼吸に

支障をきたす疾患。慢性気管支炎と肺気腫の総称。 

がん（悪性新生物） 
遺伝子変異によって自律的で制御されない増殖を行うようになった細胞集団

（腫瘍）のなかで周囲の組織に浸潤し、または転移を起こす腫瘍であり、そのほ

とんどは無治療のままだと全身に転移して患者を死に至らしめる。 

用語の解説   
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用    語 解          説 

ロコモティブシンドローム 
骨、関節、筋肉などの運動器の衰え・障害（加齢や生活習慣が原因といわれる）

によって、要介護になるリスクが高まる状態のこと。省略し単に「ロコモ」とも

言う。 

認知症 

かつては痴呆（ちほう）と呼ばれていた概念。後天的な脳の器質的障害により、

いったん正常に発達した知能が不可逆的に低下した状態。狭義では「知能が後天

的に低下した状態」の事を指すが、医学的には「知能」の他に「記憶」「見当識」

を含む認知障害や「人格変化」などを伴った症候群として定義される。 

メンタルヘルス 
精神面における健康のこと。精神的健康、心の健康、精神保健、精神衛生など

と称され、主に精神障害者の予防と回復を目的とした場面で使われる。 

同規模平均 
人口構成が同じである KDB 参加市町村の平均。中標津町は、全国 163 市町村

が同規模となる。 

第 1 次・2 次・3 次産業 

第 1 次産業：原材料・食料など最も基礎的な生産物の生産に関わる産業 

       農林水産業など 

第 2 次産業：製造業・建築業・鉱工業など 

第 3 次産業：商業・運輸・通信・金融・公務・サービス業・電気・ガス・水道

業など 

SMR（標準化死亡比） 
年齢構成の異なる地域間で死亡状況が比較できるように、年齢構成を調整した

もの。数値が 100 より大きい場合は全国より死亡率が高く、100 より小さい場

合は全国より死亡率が低い。 

早世予防 
早世とは、一般的に 65 歳未満の者の死亡をいい、65 歳未満で亡くなる者を

少なくすること。 

外来（入院）の受診率 レセプト件数÷被保険者数×1,000 

外来（入院）の件数 外来（入院）レセプト件数が医科レセプト総件数に占める割合 

外来（入院）の費用額 外来（入院）レセプト費用額が医科レセプト総件数に占める割合 

腎不全 
腎炎などの病気で、血液をろ過する「糸球体」の網の目がつまってしまうと腎

臓の機能がおち、老廃物を十分排泄できなくなった状態のこと。 

人工透析 

腎臓の機能が正常の１０％以下に低下すると、尿から老廃物や水分が適切に排

泄されなくなり、尿毒症・水分過多による心不全等の症状が出てくる危険性があ

る。その際に、本来は腎臓を介して尿に捨てている老廃物・余分な水分を除去し

ていく代替治療のこと。 

BMI 
体重と身長から算出される、肥満度を表す体格指数 

BMI＝体重（kg）÷身長（ｍ）2 

やせ：18.5 未満 標準：18.5～24 肥満：25 以上 

中性脂肪 
脂肪組織に蓄えられてエネルギーを貯める役目や、皮下脂肪となって体温の保

持などの役目がある。 

GPT 
細胞内でつくられる酵素で、主に肝細胞に存在。脂肪肝などにより肝細胞が破

壊されると、血液中に多くでるようになる。 

HDL コレステロール 
血液中にある動脈硬化を引き起こすコレステロールを回収し、肝臓に戻すはた

らきがあり、「善玉コレステロール」とも呼ばれる。 

空腹時血糖 10 時間以上絶食後の血糖値 

HbA1c 
ヘモグロビンエーワンシーといい、血液中のたんぱく質であるヘモグロビンが、

どれくらい血液中のブドウ糖とくっついたかを調べることによって、過去 1～2

ヶ月の血糖の状態を推定できる。 

尿酸 
肝臓で産生されるプリン体の代謝物であり、最終的に老廃物として体外に排泄

される。 

LDL コレステロール 
肝臓から末梢の細胞にコレステロールを運ぶ働きをしている。LDL コレステロ

ールが増えすぎると、血管壁にコレステロールが蓄積されてプラーク（脂肪の塊）

となり、動脈硬化を引き起こすため、「悪玉コレステロール」とも呼ばれる。 

クレアチニン 
血液中の老廃物のひとつであり、通常であれば腎臓でろ過され、ほとんどが尿

中に排出される。腎機能が低下していると、尿中に排泄されずに血液中に蓄積さ

れる。 
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用    語 解          説 

法定報告 

高齢者の医療の確保に関する法律第百四十二条に基づき、保険者が社会保険診

療報酬支払い基金に対し、毎年度、特定健診等の実施状況に関する結果として厚

生労働省が定める事項を翌年度の 11 月 1 日までに報告すること。年度途中の加

入や脱退者は含まない。 

特定保健指導 

（動機付け支援・積極的支援） 

健診結果と質問票から、内臓脂肪の蓄積の程度とリスクの数により階層化し、

動機付け支援と積極的支援になった方を特定保健指導の対象とする。動機付け支

援は 1 回の面接支援と 6 ヵ月後の評価を実施。リスクの数が多い積極的支援は、

初回面接と評価の間に 3 ヶ月以上の継続した支援を実施する。 

慢性腎臓病（CKD） 
腎臓の働きが健康な人の 60％以下に低下するか、あるいは蛋白尿が出るとい

った腎臓の異常が続く状態。 

心血管疾患 冠動脈疾患、脳血管疾患、末梢血管疾患、心不全等を総称する疾患概念。 

HPV 

ヒトパピローマウィルスといい、子宮頸がんの原因となるウィルス。性交渉に

より感染し、女性の 70～80％が感染経験がある。感染しても約 90％の人は 1

～2 年でウィルスが消失されるが、残りの約 10％の人が持続感染するといわれ

ている。持続感染することにより、約 0.15％の人が癌化する。 

HBV 

肝炎ウィルスの一つである B 型肝炎ウィルス（Hepatitis B Virus）のこと。 

HBV に感染しても、B 型慢性肝炎や肝硬変の初期では自覚症状がなく、肝機

能も正常のことがほとんどだが、血液中に HBV 抗体がつくられる。B 型肝炎

ウィルスに対する抗体を検出する検査（HBV 抗体検査）を実施し、もし陽性

となった場合は引き続き HBV 抗体価を測定する。 

HCV 

肝炎ウィルスの一つである C 型肝炎ウィルス（Hepatitis C Virus）のこと。

HCV に感染しても、C 型慢性肝炎や肝硬変の初期では自覚症状がなく、肝機 

能も正常のことがほとんどだが、血液中に HCV 抗体がつくられる。C 型肝炎ウ

ィルスに対する抗体を検出する検査（HCV 抗体検査）を実施し、もし陽性となっ

た場合は引き続き HCV 抗体価を測定する。 

ヘリコバクターピロリ菌 

細菌の一種で、主に胃や十二指腸などの病気の原因となる。乳幼児期に口から

感染すると考えられ、大人になってからの感染はまれ。衛生環境の改善に伴い、

若い世代の感染率は低下しているが、50 歳以上では半数以上が感染していると

いわれている。 

尿中アルブミン検査 
アルブミンは尿たんぱくの主な成分で、腎障害の極めて初期に微量のアルブミ

ンが尿中に排泄され、それを検出する鋭敏な検査として臓器障害の検出に用いら

れる。 

頚動脈超音波検査 

超音波を利用して、全身の血管の動脈硬化や狭窄、閉塞などを評価する検査。

脳血管や冠状動脈の状態を推測する際に活用されることが多い。検査によって実

際に画像化されるのは頚動脈だけであるが、血管の状態はほかの部位との相関性

が高いため、全身の血管について評価することも可能。 

２次健診 心疾患や脳血管疾患を予防するために設けるより詳しい健診 

動脈硬化病変 
動脈壁への代謝産物の病的沈着などにより、壁細胞の増殖・再構築などをきた

し、動脈壁が弾力性や柔軟性を失った病的状態をいう。 

後発医薬品 
医薬品の有効成分そのものに対する特許のあとに、他の製薬会社が同じ有効成

分で製造・供給する医薬品 

ケアマネージャー 
要介護者・要支援者からの相談を受け、心身の状態に応じた適切なサービスが

利用できるよう、市町村、サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整を行う

人材 

ホームヘルパー 
在宅の高齢者や障害者宅を訪問して、介護サービスや家事援助サービスを提供

するホームヘルプ事業の第一線の職種 

地域包括ケア 

厚生労働省において、2025 年（平成 37 年）を目処に、高齢者の尊厳の保持

と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮

らしを人生の最期まで続けることができるよう、地域の包括的な支援・サービス

提供体制をいう。 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

掲載データについて 

本計画に掲載している各種データは、ＫＤＢシステムの帳票を使用しています。 

国保データベース（ＫＤＢ）システムは、国民健康保険連合会が保有する「診療報酬

明細書」等、「特定健康診査等記録」及び「介護保険制度における介護給付費明細書」等

の情報を国保中央会において突合し加工するなどにより統計情報等を作成しているもの

です。編集方法は、集計項目や出力時期により独自に規定されており、他の統計データ

と異なる場合があります。 

中標津町国民健康保険 

保健事業実施計画（データヘルス計画） 
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